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社会資本整備審議会河川分科会 

河川整備基本方針検討小委員会（第１５０回） 

令和７年５月２２日 

 

 

出席者(敬称略) 

委 員 長 中北 英一 

委  員 片野 泉 

委  員 里深 好文 

委  員 佐山 敬洋 

委  員 清水 義彦 

委  員 末次 忠司 

委  員 鈴木 康友 

委  員 髙村 典子 

委  員 立川 康人 

委  員 田中 仁 

委  員 知花 武佳 

委  員 戸田 祐嗣 

委  員 中村 公人 

委  員 中村 太士 

委  員 広瀬 望 

委  員 丸山 達也 

委  員 村井 嘉浩 

 

 

発言者 内容 

【事務局】  それでは、定刻となりましたので、社会資本整備審議会河川分科

会、第１５０回河川整備基本方針検討小委員会を開催いたします。本

日の会議ですが、公開にて行います。報道関係者及び一般の方には、

この会議の様子を別回線のウェブ上で傍聴いただいております。それ

では、まず委員の御紹介をさせていただきます。前回、１４９回の本

会議は御都合により御欠席でございましたので御紹介できておりませ

んでしたけれども、前回から新たに加わっていただいた委員の方々を

御紹介させていただきます。まず、奈良女子大学研究院自然科学系教

授の片野委員でございます。一言お願いいたします。 

【片野委員】  奈良女子大学の片野と申します。今回よりこの会議に参加させてい

ただきます。私は河川生態学を専門としており、普段は水生昆虫と呼

ばれる、川底にいる小さな虫を対象にして、環境保全を考えたいと思

っています。ダム下流域などでよく研究をしています。この会議で
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は、分からないことも多くて、見当外れな意見を言ったりすることも

あるかもしれませんけれども、どうぞよろしくお願いいたします。 

【事務局】  京都大学防災研究所教授、佐山委員でございます。 

【佐山委員】  皆さん、こんにちは。京都大学防災研究所の佐山と申します。私は

土木工学、特に水文学をベースに洪水の予測や気候変動の影響評価等

の研究を行っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

【事務局】  政策研究大学院大学教授の知花委員でございます。 

【知花委員】  政策研究大学院大学の知花と申します。どうぞよろしくお願いしま

す。専門は河川工学でしたけれど、今の大学では割と幅広に自然全般

とインフラの関係みたいなところで手広くやっておりますけれども、

引き続き河川の勉強をしていきたいと思いますので、どうぞよろしく

お願いします。 

【事務局】  続きまして、今回から審議の対象とさせていただきます名取川水

系、菊川水系、高津川水系につきまして、当該水系に関する知見や地

域に精通した委員及び指定区間を管理する都道府県知事として御参加

いただく委員を紹介させていただきます。名取川水系に精通した委員

といたしまして、東北大学総長特命教授の田中仁委員でございます。 

【田中委員】  東北大学の田中です。ここ３０年ほど、リバーカウンセラーやリバ

ードクターとして名取川水系に関わらせていただいております。本

日、よろしくお願いします。 

【事務局】  続きまして、名取川水系の指定区間を管理する県知事として、宮城

県知事、村井嘉浩委員でございますが、本日は代理で土木部副部長、

鈴木様に御出席いただいております。 

【村井委員代理（鈴

木）】 

 宮城県土木部副部長の鈴木でございます。本日、知事は公務のため

出席がかないません。代理で出席いたしております。どうぞよろしく

お願いいたします。 

【事務局】  続きまして、菊川水系に精通した委員といたしまして、一般社団法

人地域国土強靭化研究所顧問の末次忠司委員でございます。 

【末次委員】  皆さん、こんにちは。ただいま御紹介いただきました地域国土強靭

化研究所の末次です。研究所の前は山梨大学に１１年間勤務していま

して、その間、浜松河川国道事務所の方々と一緒に菊川の河道計画や

治水対策について検討してまいりました。本日はよろしくお願いいた

します。 

【事務局】  続きまして、菊川水系の指定区間を管理する県知事として、静岡県

知事、鈴木康友委員でございますが、本日は代理で静岡県河川砂防局

長、山田様に御出席いただいております。 

【鈴木委員代理（山

田）】 

 静岡県交通基盤部河川砂防局長の山田でございます。本日は、知事

の代理ということで出席させていただいております。委員の皆様にお
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かれましては、菊川水系河川整備基本方針の御審議につきまして、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

【事務局】  続きまして、高津川水系に精通した委員として、松江工業高等専門

学校教授の広瀬望委員でございます。 

【広瀬委員】  松江工業高等専門学校の広瀬でございます。本日はよろしくお願い

いたします。１０年以上前から高津川における河川整備の検討委員会

が立ち上がりまして、そこに参加させていただいて、いろいろ高津川

を見せていただいている御縁で今回参加させていただきますので、よ

ろしくお願いいたします。 

【事務局】  続きまして、高津川水系の指定区間を管理する県知事として、島根

県知事、丸山達也委員でございますが、本日は代理で島根県土木部次

長の市川様に御出席いただいております。 

【丸山委員代理（市

川）】 

 島根県土木部次長の市川でございます。本日は、丸山知事に代わり

まして出席させていただきます。委員の皆様におかれましては、高津

川水系の河川整備基本方針の変更に向けた御審議いただくということ

で、ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

【事務局】  続きまして、本日御欠席の委員でございますが、秋田委員、山田委

員につきましては、御都合により御欠席となっております。また、中

村公人委員、髙村典子委員につきましては、御都合により遅れての御

出席となります。以上、１９名中１７名の委員に御出席いただいてお

りますので、社会資本整備審議会の規則に基づきまして、求められる

委員の総数以上の出席がございますので、本委員会が成立しておりま

すことを御報告いたします。それでは、藤巻水管理・国土保全局長よ

り挨拶を申し上げます。 

【藤巻局長】  皆さん、こんにちは。水管理・国土保全局長の藤巻でございます。

数えて第１５０回目の河川整備基本方針検討小委員会、開催の御案内

を差し上げましたところ、中北委員長はじめ多くの先生方が対面若し

くはウェブにて御参加いただいておりますこと、御礼申し上げます。

特に流域に精通いただいております田中委員、末次委員、広瀬委員に

おかれましては、何とぞ日頃から様々お持ちの御見識を、ぜひこの小

委員会の場でお教えいただければと思っております。よろしくお願い

いたします。また、宮城県、静岡県、島根県の知事の代理の方もお忙

しい中御出席いただきまして、ありがとうございます。さて、昨日、

この小委員会の上部機関であります河川分科会が開催されました。そ

の場で３水系の河川整備基本方針の変更について、分科会としては御

了解いただいたということで、これで３０水系が河川分科会での審議

を終えたということでございます。いよいよ中盤戦に基本方針の見直

しも入ってこようかなというときに、本日のこの３水系の河川整備基
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本方針見直しということにお願いしたいと思っているところでござい

ます。宮城県を流れる名取川につきましては、御存じのとおり、東北

一の大都市である仙台市、氾濫域を流域に抱えておられまして、背後

地の人口・資産は相当なものを抱えておるものでございます。大きな

支川の広瀬川もございますが、ぜひ御審議いただければと思っており

ます。また、菊川につきましては、背後地が丘陵地で海側には海岸砂

丘がずっと広がっていて、典型的な盆地河川かなと思っております。

内水対策というものが一つのポイントになりそうな川かなと思ってい

るところでございます。また、島根県を流れる高津川に関しまして

は、長らく私どもが管理している１０９水系の中で水質が日本一を誇

っている清流でございます。アユの産卵床の有名なものも、下流の方

に幾つかある川と伺っております。そういう環境とのマッチというこ

とも大変重要な川かなと思っておりますので、どうぞよろしくお願い

いたします。本日、この３水系につきまして忌憚のない御意見を賜り

ながら、３水系の河川整備基本方針を一日も早く見直させていただ

き、ますます激甚化、頻発化している豪雨災害、水災害を一日も早く

防げるように頑張りたいと思っておりますので、本日も様々な角度か

ら御示唆を賜れればと思っております。何とぞよろしくお願いいたし

ます。 

【事務局】  それでは、中北委員長より御挨拶をお願いいたします。 

【中北委員長】  改めまして、小委員会の委員長をさせていただいています中北で

す。今回２回目ですかね。というので、まだ新米ではございますが、

どうぞよろしくお願いします。今しゃべろうと思ったことを全部、藤

巻局長がしゃべってしまいはったんで、しゃべることがないんですけ

れども。名取川に関しては、やっぱり津波後の復旧と今後に向けたと

いうところも視察させていただいて、大事なところかなと印象に残っ

ていますし、菊川はやっぱり流域面積が非常に小さい川でございます

ので、また流域面積に応じた考え方というのも出てくると。高津川は

日本海側ということで、雪に関しても温暖化の影響もあるだろうとい

うことで。ちょっと残っていたポイントをざっと整理させていただき

ましたが、今日は３つの水系ということで、ひょっとして時間がプラ

スでかかるかもしれません。そうなった場合は、僕の進行のせいとい

うより、ちょっとやっぱり３つということでお許しいただければと思

っておりますので、皆様の濃い審議、御意見等をいただければと思い

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

【事務局】  ありがとうございました。それでは、議事に入らせていただければ

と思います。以降の進行につきまして、中北委員長、よろしくお願い

いたします。 
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【中北委員長】  それでは議事に移りたいと思います。本日の進め方ですが、まず名

取川水系の河川整備基本方針の変更に関する資料を事務局から説明い

ただいた後に、委員の皆様での議論をいただく。その後、同じように

菊川水系で御説明、御議論、それから高津川水系でも同じようにとい

うことで、３つに分けて御説明、御議論していただくという予定にし

ております。それでは、まず事務局より名取川水系の御説明をお願い

できればと思います。よろしくお願いします。 

【事務局】  事務局の河川計画調整室長の小澤です。それでは、資料１－１を御

覧ください。名取川水系河川整備基本方針について御説明いたしま

す。 

まず、流域の概要でございます。４ページを御覧ください。左下の

図を御覧いただければと思います。名取川は宮城県南部の太平洋側に

位置しまして、その源を図の左下の宮城県、山形県の境の神室岳に発

しまして、南側から碁石川、北側から広瀬川等と合流して仙台平野を

東に向かって流れまして、太平洋に注ぐ河川となってございます。基

準点は、広瀬川、名取川の合流前の広瀬橋地点、名取橋地点の２つご

ざいます。東北地方唯一の１００万人都市である仙台市をはじめとす

る３市２町を抱える河川となってございます。右中段の図でございま

すが、山間部は年平均２,０００ミリを超える雨量、平地部は１,３０

０ミリ程度となっておりまして、流域全体では平均で１,５００ミリと

いうことで、全国平均より少し少ないといったことになります。５ペ

ージを御覧ください。広瀬川の写真を上段、名取川の写真を下段、合

流後の写真を右側に掲載してございます。上流域は山間部、中流域は

河岸段丘、下流域は沖積平野となってございます。広瀬川の上流には

⑨の写真の大倉ダムがございまして、名取川の上流には⑧の写真の釜

房ダムがあります。広瀬川の⑦の写真より下流、名取川の⑤の写真よ

り下流がおおむね有堤区間となってございます。名取川と広瀬川の合

流点から下流、右側の写真で言うと①から③の区間でございますが、

氾濫が拡散しやすい地形となってございます。６ページを御覧くださ

い。土地利用です。左下の円グラフを見ていただければと思います。

緑色の森林が約７割、黄色の農地が約１割、赤色、灰色のその他の市

街地が約２割ということになってございます。左側の上段の昭和５１

年と下段の令和３年を比較しますと、中下流域では黄色の田畑が減少

して、赤色の宅地が増加してございます。右下にありますが、東北新

幹線、ＪＲ東北本線、国道４号等が、名取川、広瀬川を横断してござ

います。７ページを御覧ください。仙台市の立地適正化計画でござい

ます。令和５年３月に立地適正化計画を策定してございます。居住誘

導区域の設定に当たっては、災害危険区域、洪水による浸水深が３メ
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ートル以上となる区域、土砂災害特別警戒区域、一部を除く土砂災害

警戒区域等に該当する区域を除外してございます。防災指針も策定済

みでございまして、居住誘導区域における災害リスクの回避・軽減に

取り組むこととしてございます。８ページを御覧ください。動植物の

生息・生育・繁殖環境の概要です。中上流部ではカエデ類などから成

る渓畔林が分布してございまして、水域ではヤマメなどが生息してご

ざいます。下流部はヤナギ林やヨシ類が河畔に生育し、コイ科、ハゼ

科の魚類の生息が確認されているほか、瀬がアユやウグイなどの産卵

場となってございます。点在する砂礫河原は、イカルチドリの生息・

繁殖環境となってございます。河口部は、ハマニンニク等を主体とし

た塩沼・砂丘植生が見られまして、井土浦ではカワラハンミョウが生

息してございます。９ページを御覧ください。過去の降雨・流量の状

況でございます。上段は２日雨量、中段は氾濫・ダム戻しの年最大流

量となってございます。左側が名取橋地点となってございます。観測

史上第１位の降雨は昭和２５年洪水の３６２ミリ、観測史上第１位の

流量は、同じく昭和２５年の洪水の３,０８９㎥／ｓとなってございま

す。右側は広瀬橋地点となってございます。観測史上第１位の降雨は

昭和１９年洪水の３７９ミリ、観測史上第１位の流量は、同じく昭和

１９年洪水の３,２３３㎥／ｓとなってございます。いずれも現行の対

象降雨量、基本高水のピーク流量を上回る洪水は発生してございませ

ん。豊水、平水、低水、渇水の流量は大きな変化はございません。１

０ページを御覧ください。主な洪水と治水計画の経緯でございます。

明治４３年８月に名取橋地点で、５,１００㎥／ｓとなる洪水により大

きな被害が発生してございます。昭和１６年に直轄改修事業に着手し

まして、昭和の前半に先ほど説明した洪水によって大きな被害が発生

してございます。昭和４１年に工事実施基本計画を策定して、昭和６

２年に基本高水のピーク流量を名取橋地点、４,７００㎥／ｓ、広瀬橋

地点、４,０００㎥／ｓに引き上げた工事実施基本計画の見直しを行っ

てございます。平成１９年に河川整備基本方針を策定、平成２１年に

河川整備計画の策定を行ってございます。平成２４年には東北地方太

平洋沖地震による影響を踏まえて、河川整備基本方針、河川整備計画

の見直しを行ってございます。１１ページを御覧ください。明治４３

年８月、昭和１９年９月の洪水の概要となってございます。左側の明

治４３年８月の洪水は、台風の影響によって総雨量は２日雨量で名取

川は２３５ミリ、広瀬川は２１９ミリに達しました。これにより死

者・行方不明者が３６０名、家屋浸水１,３００戸の被害が発生してご

ざいます。右側、昭和１９年９月の洪水は、台風及び前線の影響によ

り、特に広瀬川流域に集中した大雨が生じまして、２日雨量で３７９
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ミリといった雨になっております。これにより、死者・行方不明者２

２名、床上・床下浸水４,４６９戸など大きな被害が発生してございま

す。１２ページを御覧ください。昭和２５年８月洪水の概要でござい

ます。台風が変化した熱帯性低気圧によって、名取川では２日雨量３

６２ミリ、広瀬川では３７７ミリを観測しまして、中央の図の赤色の

バツ印で示した名取川の下流部で堤防が決壊するなど大きな被害が発

生してございます。１３ページを御覧ください。こちらは、伊達政宗

の命によって、家臣の川村孫兵衛が慶長元年に名取川と広瀬川を結ぶ

約６キロの運河である木流堀を開削したという資料でございます。中

央の図の左端の赤色の線で示す木流堀は、新田開発、山から刈り出し

た薪や農作物の運搬などに使用され、現在は雨水排水用水路として利

用されてございます。慶長２年から６年には、阿武隈川と名取川を結

ぶ全長約１５キロの木曳堀を開削してございます。図の海岸沿いのと

ころに、貞山運河と記載のある区間の一番南側が木曳堀でございま

す。これによって仙台城の城下町の建設のための物資輸送など、河川

を生かした舟運が盛んに行われることとなりました。以降、木流堀か

ら北に続く新堀、御舟入堀の開削によって、合わせて貞山運河という

ことで一連で完成しまして、さらに明治初期までに、北側の北上運

河、東名運河と合わせて総延長約４９キロの日本一長い運河群が開削

されたということでございます。同じく伊達政宗の命で造られ、城下

町をくまなく流れて、防火用水、散水、洗濯用水などの生活用水や水

車の動力などに用いられた四谷用水路は、貞山運河とともに選奨土木

遺産に認定されているといったところでございます。１４ページを御

覧ください。こちらも名取川水系の主な改修事業の経緯となってござ

います。左上の大倉ダムが広瀬川の上流に昭和３６年に完成。左下の

釜房ダムが名取川の上流に昭和４５年に完成してございます。支川の

笊川においては、右上の笊川放水路が昭和５３年に完成して、笊川調

節池が平成１０年に完成し治水安全度が向上し、市街地の発展に寄与

してございます。右下の名取川河口部は、東北地方太平洋沖地震によ

り堤防が被災して、平成２９年に復旧が完了してございます。１５ペ

ージを御覧ください。こちらは、名取川河口部におきますまちづくり

と連携した地震・津波対策の考え方でございます。名取川河口部にお

いては、河川堤防に加えて、赤線で示されている一次防護ラインとな

る海岸堤防、それから青線で示されている二次防護ラインである盛土

構造の道路、緑で着色したところの地盤の嵩上げといったものを組み

合わせた多重防護の考え方で津波対策を実施してございます。また、

黄色で着色したエリアについては災害危険区域に指定して、住家の建

築等を規制してございます。１６ページを御覧ください。仙台平野の
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海岸沿いには古くから潟湖が点在しておりまして、名取川河口の左岸

側には井土浦と言われる潟湖がございます。図の上段が名取川の河口

の変遷です。昭和初期までは、河口は井土浦と広浦の間を移動してい

たということですが、導流堤の整備に伴って現在の河口位置に固定さ

れたというところでございます。井土浦は貴重な汽水環境、干潟環境

となっております。東北地方太平洋沖地震による地盤沈下、津波の影

響で河口部の砂州とか砂浜が流出など、大きな変化が生じたというと

ころでございます。このため、震災後は砂州の復元や海岸堤防整備の

際の海浜植生との連続性確保などに取り組んできたというところでご

ざいます。１７ページを御覧ください。河口部の右岸の閖上地区で

は、閖上地区かわまちづくりに取り組んでおります。占用者の名取市

と施設使用契約の覚書を結んだ民間事業者が名取川の河川空間を活用

しまして管理・運営する商業施設、かわまちてらす閖上を平成３１年

に開業しまして、多くの観光客が来訪してございます。左岸側の藤塚

地区においては、井土浦の干潟や湿地など貴重な自然環境を活用し、

貞山運河に整備される海岸公園と一体となったにぎわいの創出を図る

ために、仙台市や民間事業者と連携して藤塚地区かわまちづくりに取

り組んでいるところでございます。１８ページを御覧ください。名取

川水系の河川空間は、散策、スポーツ、釣りや水遊びの場として利用

されてございます。また、全ての基準点で環境基準値を満足してござ

います。１９ページを御覧ください。河川協力団体の活動でございま

す。記載のように、水・環境ネット東北、広瀬川１万人プロジェクト

実行委員会、広瀬川の清流を守る会、かわまちてらす閖上の４団体が

設立され、河川清掃活動やウォーキングイベント等を実施してござい

ます。 

続きまして、基本高水のピーク流量の検討でございます。２２ペー

ジを御覧ください。これまでの工事実施基本計画、河川整備基本方針

における基本高水のピーク流量の設定の経緯の概要です。昭和６０年

に改定した工事実施基本計画では、計画規模１５０分の１、降雨継続

時間を２日、名取橋地点の計画雨量を２日３６２ミリ、広瀬橋地点の

計画雨量を２日３８８ミリとしまして、名取橋地点は昭和１９年１０

月洪水の降雨波形を採用して４,７００㎥／ｓ、広瀬橋地点におきまし

ては昭和２２年９月洪水の降雨波形を採用して４,０００㎥／ｓの基本

高水のピーク流量を設定してございます。平成１９年に策定した河川

整備基本方針では、流量データによる確率や歴史的洪水による検討な

どから、工事実施基本計画の基本高水のピーク流量は妥当であると判

断して、踏襲することとしてございます。平成２４年には、東北地方

太平洋沖地震による地盤沈下を踏まえて、計画高水位の見直しなどを
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行ってございます。２３ページを御覧ください。ここから今回の検討

でございます。名取橋地点の対象降雨の継続時間は、時間雨量データ

の蓄積等を踏まえまして今回見直しを行ってございます。見直しに当

たっては、他水系と同様に左側の洪水到達時間、右上のピーク流量と

短時間雨量との関係、右下の強度の強い降雨の継続時間などの検討を

踏まえまして、現計画の２日を１２時間に変更することとしました。

２４ページを御覧ください。同様に広瀬橋地点の計画対象降雨の継続

時間も見直しを行ってございます。現計画の２日を１２時間に変更す

ることとしてございます。２５ページを御覧ください。名取橋地点の

計画規模につきましては、現行の１５０分の１を踏襲しまして、昭和

１６年から平成２２年までの雨量データによる水文解析を行った結

果、年超過確率１５０分の１の降雨量が１２時間雨量で２８６ミリと

なりまして、これに１.１倍の降雨量変化倍率を乗じた３１５ミリを対

象降雨の降雨量として設定することとしました。２６ページを御覧く

ださい。広瀬橋地点の計画規模については現行の１５０分の１を踏襲

し、同様に水文解析を行った結果、１２時間３１９ミリを対象降雨の

降雨量と設定することとしました。２７ページを御覧ください。名取

橋地点の検討に用いる主要洪水として下の表に示す１４洪水を選定

し、１２時間３１５ミリとなるように引き伸ばした降雨波形を作成

し、流出計算を行ったところ、短時間若しくは小流域に著しく偏った

６洪水を棄却すると、昭和２２年９月洪水の５,４４６㎥／ｓが最大と

なりました。２８ページを御覧ください。同様に広瀬橋地点について

も検討を行いまして、昭和１９年９月洪水の４,１００㎥／ｓが最大と

なりました。２９ページを御覧ください。名取橋地点について、対象

降雨１２時間３１５ミリに近いｄ２ＰＤＦの過去実験、将来実験のア

ンサンブル将来予測降雨の波形を１２時間３１５ミリとなるように引

き伸ばした降雨波形を作成しまして流出計算を行ったところ、流量は

２,７７３㎥／ｓから５,９６７㎥／ｓとなりました。３０ページを御

覧ください。同様に広瀬橋地点についても検討しまして、流量は２,０

７２㎥／ｓから４,１２４㎥／ｓとなりました。３１ページを御覧くだ

さい。名取橋地点について、アンサンブル将来予測降雨波形を用いた

空間分布のクラスター分析の結果、クラスター１から３のパターンに

分類されました。それぞれのクラスターに分類される実績の主要洪水

が存在することを確認してございます。３２ページを御覧ください。

同様に広瀬橋地点について、アンサンブル将来予測降雨波形を用いた

空間分布のクラスター分析の結果、クラスター１から３のパターンに

分類されました。クラスター３に分類される実績の主要洪水が存在し

なかったことから、アンサンブル予測降雨から抽出して追加を行って
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ございます。３３ページを御覧ください。名取橋地点の基本高水のピ

ーク流量は、①に示す現行の基本高水のピーク流量は４,７００㎥／

ｓ、②に示す雨量データによる確率からの検討で算定した最大流量は

５,４４６㎥／ｓ、③に示すアンサンブル予測降雨波形を用いた検討結

果は２,７７３㎥／ｓから５,９６７㎥／ｓ、④に示す既往洪水、明治

４３年８月洪水の推定流量は５,１００㎥／ｓ。以上の結果から、５,

４４６㎥／ｓを丸めて５,５００㎥／ｓを名取橋地点の基本高水のピー

ク流量として設定することとしたいと考えてございます。３４ページ

を御覧ください。同様に広瀬橋地点の基本高水のピーク流量は、①に

示す現行の基本高水のピーク流量は４,０００㎥／ｓ、②に示す雨量デ

ータによる確率からの検討で算定した最大流量は４,１００㎥／ｓ、③

に示すアンサンブル予測降雨波形を用いた検討結果は２,０７２㎥／ｓ

から４,１２４㎥／ｓ、④に示す既往洪水、明治４３年８月洪水の推定

流量は３,５００㎥／ｓ。以上の結果から、４,１００㎥／ｓを広瀬橋

地点の基本高水のピーク流量として設定することとしたいと考えてご

ざいます。 

続きまして、計画高水流量の検討でございます。３７ページを御覧

ください。青の点線で示す中・上流域では、既存ダムの洪水調節機能

の最大限の活用、本支川を含めた貯留・遊水機能の確保の可能性を検

討しました。赤色の点線で示す下流域では、河川環境・河川利用への

影響等を踏まえた河道配分流量の増大の可能性を検討しました。３８

ページを御覧ください。こちらは名取川、広瀬川の合流後の区間でご

ざいます。右下の図のような河道掘削を行うことで、河道配分流量を

現行の６,６００㎥／ｓから７,５００㎥／ｓまで増大させることが可

能であることを確認してございます。３９ページを御覧ください。こ

ちらは合流前の名取川でございます。右下の図のような河道掘削を行

うことで、河道配分流量を現行３,８００㎥／ｓから４,５００㎥／ｓ

まで増大させることが可能であることを確認してございます。続きま

して、４０ページを御覧ください。こちらは広瀬川でございます。写

真のように仙台市の市街地を流下してございまして、両岸に家屋等の

資産が集中していることから、引堤は社会的な影響が大きく、困難で

あると考えてございます。また、現行の方針の中で、河道配分流量の

２,８００㎥／ｓを確保するために、右下の図のような河道掘削を予定

してございます。既存の橋梁等への影響を踏まえると、これ以上の掘

削は困難であるということを確認してございます。４１ページを御覧

ください。名取川水系においても治水協定に基づいて利水ダム等の事

前放流等を実施してございます。４２ページを御覧ください。治水協

定に基づく事前放流により、確保可能な容量を活用した洪水調節につ
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いて、名取橋地点、広瀬橋地点での効果を試算してございます。上段

の表は、名取橋地点での効果量でございます。洪水の波形によって０

㎥／ｓから２９４㎥／ｓ程度の効果があることを確認してございま

す。下段の表は広瀬橋地点の効果量でございます。洪水の波形によっ

て４０２㎥／ｓから６４５㎥／ｓ程度であることを確認してございま

す。４３ページを御覧ください。貯留・遊水機能の確保についての検

討でございます。操作ルールの変更等、既存施設の有効活用によっ

て、名取川上流で１,０００㎥／ｓの洪水調節が可能であることを確認

してございます。同じく操作ルールの変更等の既存施設の有効活用、

それから新たな貯留機能の確保によって、広瀬川上流で１,３００㎥／

ｓの洪水調節が可能であることを確認してございます。４４ページを

御覧ください。以上を踏まえまして、名取橋地点では、基本高水のピ

ーク流量は４,７００㎥／ｓから５,５００㎥／ｓに増大することに対

応するため、河道配分流量を３,８００㎥／ｓから４,５００㎥／ｓに

７００㎥／ｓ増やし、洪水調節流量を９００㎥／ｓから１,０００㎥／

ｓに１００㎥／ｓ増やすこととしたいと考えてございます。また、広

瀬橋地点においては、基本高水のピーク流量が４,０００㎥／ｓから

４,１００㎥／ｓに増大することに対応しまして、河道配分流量を２,

８００㎥／ｓで維持して、洪水調節流量を１,２００㎥／ｓから１,３

００㎥／ｓに１００㎥／ｓ増やすこととしたいと考えております。４

５ページを御覧ください。温暖化により２度上昇し、海面が４３セン

チ上昇した場合の出発水位で流出計算を行ったところ、計画高水位以

下でおおむね流下可能であることを確認してございます。 

集水域・氾濫域における治水対策に移っていきます。４８ページを

御覧ください。左側の写真の緑色で示す箇所の雨水幹線、それから調

整池の整備を名取市が進めてございます。右上の図のように、雨水流

出抑制機能を持たせた庭園の整備を仙台市が進めているというところ

でございます。右下のように、宮城県によって森林の整備・保全が進

められているといったところでございます。４９ページを御覧くださ

い。右上の写真にございますが、防災ヘリの発着機能、それから資材

の備蓄機能を有しまして、災害時の水防活動や復旧活動の拠点となる

防災拠点として、閖上地区ＭＩＺＢＥステーションを国土交通省が整

備しました。名取市が東日本大震災の記憶や教訓を後世に伝承し、震

災の経験を風化させることなく、危機意識や防災意識を醸成する震災

復興伝承館を敷地内に整備しているといったところでございます。５

０ページを御覧ください。左上は国土交通省による防災講座、左下は

名取市によるスーパーの屋上など車両の緊急避難場所の確保、右上は

建物の床を１メートル高くした東日本放送の社屋、右下は仙台市立病
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院が実施した地下進入路スロープ部の止水板の設置や止水壁の整備と

いったところで、このような取組が行われているというところでござ

います。 

続きまして、河川環境・河川利用についての検討でございます。５

３ページを御覧ください。こちらは基礎データを整理してございま

す。左上の魚類・鳥類の種数は、大きな変化はございません。左下の

植物群落は、樹木伐採等の影響によって、草本群落が増加傾向となっ

てございます。右上の年平均気温は上昇傾向、年平均水温は明確な変

化は見られません。５４ページを御覧ください。区間支川別に河川環

境管理シートの情報などを踏まえて生物の生息場の分布状況を分析

し、河川環境の目標を設定してございます。こちらは名取川下流部の

目標の設定事例でございます。名取川下流部には、点在する砂礫河原

にイカルチドリが生息・繁殖し、瀬や淵にアユが生息・繁殖してござ

います。このため、目標としては、アユが生息・繁殖する瀬・淵、イ

カルチドリが生息・繁殖する砂礫河原を保全・創出することとしてご

ざいます。５５ページを御覧ください。区間ごとに行った現状評価と

目標設定の一覧を示してございます。これらの目標に基づきモニタリ

ングを実施しながら、河川環境の保全・創出に継続的に取り組んでい

きたいと考えてございます。５６ページを御覧ください。河道掘削に

おいては、多様な生物が生息・生育・繁殖する水際環境を保全・創出

することを基本方針としてございます。右側にお示ししましたよう

に、同一河川内の良好な河川環境を有する区間、ここでは砂礫河原、

瀬・淵が形成されている７.４キロの区間の河道断面を参考に、掘削工

法を検討してございます。５７ページを御覧ください。名取川水系で

は、市民に親しまれているアユなどの回遊魚や、河口を含む仙台湾に

は豊かな生物層を育む干潟や藻場が存在し、これらの場にシギ・チド

リ類やガン・カモ類等の渡り鳥が飛来するなど、オオタカを頂点とし

た生態系が形成されてございます。生態系ネットワークの形成に寄与

する動植物の生息・生育・繁殖環境の保全・創出を図るほか、まちづ

くりと連携した地域経済の活性化やにぎわいを創出していきたいと考

えております。５８ページを御覧ください。名取川水系においては、

アレチウリ、オオハンゴンソウ、ウシガエル、ブルーギル、オオクチ

バス等が経年的に確認されてございます。外来植物は、オオブタク

サ、セイタカアワダチソウ、ハリエンジュ等が確認されてございま

す。オオハンゴンソウや特に流下阻害につながるハリエンジュ等につ

いては、河川巡視、維持工事等により随時防除活動を行っておりま

す。在来生物への影響が懸念される場合は、関係機関と連携して適切

な対応を行います。 
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続きまして、総合的な土砂管理でございます。６１ページを御覧く

ださい。山地領域では荒地は少なくなってきておりまして、土砂流出

量は比較的小さい状況でございます。ダム領域では、釜房ダムで計画

を上回る堆砂が進行していますが、砂防堰堤の整備、貯砂ダムの整備

により、堆砂量を抑制してございます。河道領域では、全体的に安定

傾向。海岸領域では、東北地方太平洋沖地震の津波により汀線が大幅

に後退しましたが、海岸事業による侵食対策を実施するなどし、その

後は堆積傾向です。引き続きモニタリングを実施し、適切な河道管理

にフィードバックしていきたいと考えてございます。６２ページを御

覧ください。ダム事業と海岸事業の連携による土砂の有効活用の取組

でございます。仙台湾南部海岸は、阿武隈川も含む河川からの海岸部

への供給土砂量の減少や港湾施設等の整備による沿岸漂砂の遮断によ

って侵食が進んでおりました。このため、北向きの沿岸漂砂が卓越し

ていることなども踏まえまして、仙台湾南部海岸全体の海岸保全に資

するよう、釜房ダムの貯水池に堆積した土砂を掘削して、県南部の海

岸の養浜材として活用してございます。 

続きまして、流域治水の推進でございます。６５ページを御覧くだ

さい。名取川水系の流域治水プロジェクトは、東北地方整備局、宮城

県、仙台市、名取市、岩沼市、村田町、川崎町、東北農政局、東北森

林管理局、仙台管区気象台等で構成される名取川・阿武隈川下流等流

域治水協議会において検討を進め、令和３年３月に流域プロジェクト

を策定し公表して、随時更新しているというところでございます。ま

た、気候変動の影響に対応するため、令和６年３月に流域治水プロジ

ェクト２.０を策定・公表し、取組を進めてございます。６６ページ、

６７ページに、令和７年３月に更新した流域治水プロジェクト２.０の

内容を掲載してございます。資料の説明は以上となります。 

【中北委員長】  どうもありがとうございました。急いで御説明、的確にいただきま

して、ありがとうございました。それでは質疑に行きたいと思います

が、まずは専門委員でおられる田中委員から御意見を頂戴したいと思

います。田中先生、どうぞよろしくお願いします。 

【田中委員】  東北大学、田中です。事務局から詳細な御説明ありがとうございま

した。先ほどの２０１１年東日本大震災後の整備計画の変更のお話が

ございましたが、当時この件に関わらせていただきまして、先回追加

された地震・津波に配慮した上で、それに加えて今回の気候変動への

配慮という点は、東北地方太平洋側の河川に共通した特徴的な課題な

んだろうと思います。今後、南海トラフ地震の発生が危惧される中

で、２０１１年の東北地方の経験を踏まえて、南海トラフ地震の影響
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を受ける地域についても、河川堤防の強化とか事前防災への対策を考

えることが重要なんだろうと考えております。 

さて、名取川に関する気候変動ということでは、私、実はこの委員

会のほかにもう一つ関わっているものがあって、それは高潮浸水に関

わるものなんです。これは水防法に基づいて、高潮浸水想定区域を設

定するということでありますが、ここで扱っている気候変動の影響で

雨の量が変化するということは当然なんですけれども、近年、台風の

経路が非常に大きく変化していて、東北地方に直接上陸する台風が発

生するという特異な事象が出ております。こういった点についても目

を向ける必要があるんだろうと思います。この洪水と高潮の２つの災

害の重畳するエリアの下流域について考えてみますと、先ほどお話の

あった出発水位の話ですね。この場所での検討についてはオーケーで

あると考えますが、今後さらに検討すべき課題なのかなと思います。

出発水位は、古い話ですが、やはりなかなか取扱いが難しい点もあり

ます。先ほどお話があったように、海面上昇分を加算するという手法

もあると思うんですが、複雑な流れや地形変化を加味した場合に、こ

れでいいんだろうかというところは１つ検討が必要なところかなと思

います。特にこの名取川の場合は、２０１１年、津波の後に地形がも

のすごく変わりました。一見すると以前に戻ったように見えるんです

が、実は以前に戻ったわけじゃなくて、新しい平衡状態になっている

ということであって、そういったものが出発水位にどういう影響を与

えているのかというようなところは、すぐに答えが出せるという話で

はないですけれども、現在いろいろなシミュレーションも可能です

し、最も危険な高潮をもたらす台風経路の下で、出発水位というもの

がどういうふうに影響を受けるのか、受ける可能性があるのか。そう

いったことを将来的に検討していく必要があるんだろうなと思いま

す。 

もう一つは、名取川流域におけます流域治水についてです。先ほど

事務局からもお話がございました。私は以前、同じ県内の鳴瀬川につ

いても関わってきたんですが、両河川を比べてみますと、皆さん御承

知のとおり、それぞれの特徴を反映した流域治水の在り方、多様性と

いうものを強く感じます。鳴瀬川はとても広い農地を有しておりまし

て、全国有数の耕土であるということから、様々な流域治水のメニュ

ーのうち、田んぼダムに関する検討も現在進められているところであ

ります。一方で、名取川流域においては、田んぼダムの効果というの

は限定的なところでしょうし、このように流域の特徴の相違を強く感

じるところであります。名取川における流域治水への取組は、先ほど

事務局からも既にお話がございました。既に着手されているというと
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ころでありますが、ハード・ソフト一体の事前防災対策の推進という

ことは非常に重要だと思います。その中で、先ほどお話ししましたよ

うに、洪水、高潮、さらに津波といったところに目配りが必要であ

る。そういったところが、この名取川の特徴なのかなと思います。私

からは以上でございます。どうもありがとうございます。 

【中北委員長】  どうもありがとうございました。高潮、出発水位の話と、流域治

水、隣との相違点に注意しながらということで御意見をいただきまし

た。出発水位のことだけ、一遍戻していい？高潮への温暖化影響と地

盤沈下ですね。ここにとって非常に大事なところなので、一度、返答

だけしてもらっていいですかね。事務局にお願いします。 

【事務局】  ありがとうございます。こちらの出発水位、海岸保全基本計画と整

合を取っていくというのが大前提の中で、海岸保全基本計画の改定が

進んでいないことから、今の時点で海岸保全基本計画が進んでいなか

った場合でも、感度分析として水位を上げて検討した結果として、今

日お示ししたものになります。これから海岸保全計画が変わってくれ

ば、そこの整合を取っていくということも必要ですし、もう少し深く

掘っていくみたいな話も将来的にあるというご助言をいただきました

ので、また、検討を深めていくのかなと思ってございます。以上でご

ざいます。 

【中北委員長】  どうもありがとうございました。今後の注意点として受け止めさせ

ていただくということで、ありがとうございました。 

【田中委員】  ありがとうございます。 

【中北委員長】  それでは、ほかの委員の皆様から御意見をお伺いしたいと思いま

す。時間がそんなにないというのはあまり言い過ぎるとあれなんです

が、簡潔に御質問いただいて、大体皆さん、まとめて御意見いただい

た後に事務局から御回答いただくという形にしたいと思います。それ

では、会場も含めて手を挙げて……。戸田委員からお願いしてよろし

いですか。じゃ、お願いします。 

【戸田委員】  御説明ありがとうございました。４４ページに流量配分図がありま

す。現地でも見せていただきましたが、広瀬川が仙台市街地を流れて

いる中で、河道配分流量をこれ以上増やせないというのも、現地の状

況から見て、妥当だと感じました。その上で、名取川の本川と広瀬川

との合流後のところは河道拡幅をして、河道の流下能力を上げていく

という基本的な考え方に賛同するところです。結構な川幅を広げてい

くようなことが今後見込まれるわけですけれど、それに関連して今、

総合土砂管理計画のことは６１ページ、６２ページのところにまとめ

ていただいており、現状の河道としては、河床高などの変化はあまり

ないということだと思うんですけれど、今後広げた川の河道断面を維
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持していかなくてはいけないということになるので、土砂の堆積が今

後どうなっていくのかをしっかり見ていかないといけないですし、そ

うやって河道を維持していくために河道掘削をした土砂などは、６２

ページに書かれてあるような海岸事業とうまく連携して、総合土砂の

観点で、河道の土砂に関してもうまく有効活用いただけるといいと思

いました。以上です。 

【中北委員長】  ありがとうございました。それでは、清水委員、お願いします。 

【清水委員】  すみません。僕は素人というか分からないんですけれど、気になる

のが名取橋と広瀬橋のところで、気候変動の影響で広瀬川は１００㎥

／ｓしか増えていないですね。４,０００㎥／sから４,１００㎥／s。

一方で名取川は４,７００㎥／sから５,５００㎥／s。流域面積が違う

からという説明もあるのかもしれないけれど、ただ、基本高水を見て

いると、名取は４,７００㎥／sでしょう。広瀬は４,０００㎥／sで

す。だから、それほど大きな流域面積の違いもあまり現れていないと

思います。一方で、雨の降り方はどうなのかなと見ると、全体の降水

量の分布がどこかにありましたね。３ページか何かに。最初……。 

【中北委員長】  出ます？ざっと前に。降水どこだったっけ。４ページですか。あり

がとう。皆さん、４ページだそうです。見てください。 

【清水委員】   

【中北委員長】   

【清水委員】   

【中北委員長】   

【清水委員】  ４ページを見てみると、広瀬川では、上流域はかなり、これ、雪も

入っているかもしれないけれど、山岳地帯は結構降っています、２,０

００ミリとか１,９００ミリとかのコンターが入っていて。一方で名取

川のほうは、広く降っているというか……。だから、広瀬川の上流は

結構降っているという降水量もある中で、基本高水は大きく変わらな

いという、何で伸びがこれだけ違うということ。その辺がもし何か分

かれば、教えていただきたいと思います。 

【中北委員長】  分かりました。基本高水関連なんで、ここで一遍、ちょっと切って

質問していいですか、事務局に。清水先生のやつは、なぜこの２つの

流域の温暖化影響として出る。高水もそうですよね。何でこんなに差

がある。片っぽは少ない。 

【清水委員】  そう。広瀬川のほうが……。 

【中北委員長】  広瀬川が少ないですねというのが。 

【清水委員】  温暖化の影響が少なくて、４,０００㎥／sから４,１００㎥／sしか

増えていないのに対して、名取川のほうはもう少し増えているという

か。どうしてこういう数字が。もちろん計算で出てくるんだけれど
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も、今後何か詰めていくところがあるのかなと。そういうのをお伺い

したい。 

【中北委員長】  これ、ちょっとここだけ特異に、ベースの部分なんで、１つ聞いて

いい？ 

【事務局】  伸び率で見ると、という観点もあると思いますし、そもそも絶対量

としてどれぐらい降るのかというところで見るような観点もあるかと

思っています。伸び率、流域面積に対して絶対量、そういったチェッ

クをしながら、今回、伸び率としては１００㎥／sしか伸びないんで

すけれども、絶対量的なところで見ればおかしくないのかなというこ

とで考えてはおります。 

【中北委員長】  絶対量としておかしくないってどういう意味ですか。 

【事務局】  基本高水の絶対量。ここで言うと……。 

【中北委員長】  左のほうですよね。 

【事務局】  名取橋が５,５００㎥／ｓ、広瀬橋が４,１００㎥／ｓとなっており

ます。この量が、絶対的な量が流域面積に対してそれなりの量になっ

ているか、偏っていないかみたいなチェックもあるかなと思っており

まして、、そういったチェックなどもして、適正ではないかと思って

おります。 

【中北委員長】  ただ、今、ぱっと適正とは分かれへんよね、この図だけ見て。なの

で、もうちょっと何か資料をつけてもらって、次に答えてもらうこと

はできませんでしょうかね。僕もちょっとえらい不思議だなというふ

うには思いますので。今、事務局からおっしゃっていただいた理由で

当然こうなりますという答えになるかもしれませんけれど、ちょっと

見えるようにしていただくことはできますでしょうか。 

【事務局】  はい。 

【中北委員長】  ありがとうございます。それじゃ、戸田先生の最初のあれも含め

て、皆さん、聞いてからにさせていただきたいと思います。それでは

里深委員、ウェブから手を挙げていただいています。よろしくお願い

します。 

【里深委員】  先ほどいっとき会場の音声が切れて、ひょっとしたらその間に話さ

れた内容とかぶったら申し訳ないんですけれども、私は総合土砂管理

のところで１つ気になっているところがありまして。６２ページにな

ると思うんですが、仙台湾、南から北に向かって、沿岸漂砂がずっと

卓越しているということの図で、名取川の流域の釜房ダムから取った

土砂を海岸まで運んでという。そこのアイデアは分かるんですが、半

年ほど前ですかね。私は阿武隈川の河口あたりも総合土砂管理のグル

ープの見学会で見せてもらったんですが、阿武隈川の北側にして、も

う既に土砂が足らない状態だったと思うんですね。南側が確かに侵食
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が激しいので、南側で土砂が要るから南側に供給するって、そこは分

かるんですけれど、それだけで、この名取川周辺、名取川の南側、河

口の南北両方ですけれど、そこら辺で侵食が起きてくるとすると、つ

まり名取川だけの流砂系を見たときに、これはバランスが悪いんじゃ

ないかなと思ったりしたんですが、これ、必ずしもここに戻して、養

浜事業はここに戻すだけではなくて、名取川河口周辺でも将来的には

あり得るということなんでしょうか。 

【中北委員長】  ありがとうございます。今、土砂関連の話で戸田先生の河道の維持

と土砂の話があって、それと海岸とのバランスも含めて全体的な話を

いただいたし、今、僕もこれ、ちょっとこの矢印の先を見ていて質問

を一遍したことがあるんですけれども、今、里深先生から、ここの局

所だけでいいのか。南から北までの全体のイメージと、少し気になる

ということで質問いただきましたが、この２つ併せて答えていただい

てよろしいですか。 

【事務局】 ありがとうございます。現地の取組なり土砂のメカニズムをもうちょ

っと確認してからのほうがよい気はしますが。今やれていることが十

分かどうかというのは、正直分からなくて、取りあえずこういうこと

をやっている、ただ、やっていることは先進的、模範になるようなこ

とをやっているというふうには思っています。事業間で連携をして、

しっかりやっているその上で、里深先生の指摘についての趣旨が分か

っていないかもしれませんけれど、南のほうに土砂を置いておくとい

うのは、徐々に北のほうにどんどん土砂が移動していくので、長く効

果を持たせたいという発想なのかなと思います。これは確認をしたい

と思います。 

【里深委員】  分かりました。よろしくお願いします。 

【事務局】 戸田先生から指摘を受けている、河川の土砂を海岸に持っていくこと

について適しているかどうか、これも検討させていただければと思い

ます。 

【中北委員長】  ありがとうございます。よろしくお願いします。それでは、続きま

してウェブで片野先生、それから中村太士先生がお手を挙げていただ

いていますので、お二人から御意見をいただければと思います。よろ

しくお願いします。 

【片野委員】  すみません。そうしたら私、奈良女子大学の片野から質問させてい

ただきます。丁寧な御説明ありがとうございました。私のほうから、

環境面に関してちょっと１つ質問したいんですが、５２ページ以降で

河道掘削についてのお話と既存の動植物に対する対応について書かれ

ていたんですが、ちょっと気になったのは、イカルチドリに関して、

これは良好な砂礫河原を指標する生物で、いるところには結構いるん
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ですけれども、特に絶滅危惧種とかそういうわけではないんですが、

やはりなくなりつつある良好な砂礫河原を指標するということで、重

要な種なのかなと考えています。河道掘削がどうしても必要というの

は理解しているんですけれども、河道掘削に伴って、５６ページのと

ころで、掘削をした場合、河原の部分にイカルチドリがいられるよう

な環境を創出するというお話だったんですが、こういった砂礫河原を

維持するためには、定期的というか、水位変動によって河原の更新と

いうのが行われないと、やはり砂礫河原というのは維持できないと思

うんですが、それについては何か考慮されていることがあって、こち

らの方針に書かれているのかどうかということと、それと、今回、河

道掘削が必要なんですけれども、既存のもう既にあるような砂礫河原

の保全について、全く残すところはないのかを、全て河道掘削をかけ

てしまうのか、残すところというのがきちんと想定されているのかど

うかということについてお伺いしたいと思います。以上です。 

【中北委員長】  どうもありがとうございました。河原の保全と維持についての御質

問だったということですね。それでは、中村太士先生、どうぞよろし

くお願いします。 

【中村（太）委員】  ありがとうございます。１つは、貞山運河について、現状の環境面

からの評価というのはないのかなと思いまして。どうも後のほうでで

きた井土浦の潟湖というかラグーン湖と結びついているようなところ

もあるかに見えたので、その辺の治水面で重要な役割を果たしている

だけではなくて、環境面でも役割を果たしているんじゃないかなと思

うんで、その辺がもし分かれば教えてください。 

２つ目が、片野さんもおっしゃった、さらに５３ページぐらいから

なんですが、環境の方なんですが、あまり何度も言うと嫌われるかも

しれませんが、ここに例えば種数の変遷は出ているんですよね。種数

の変遷だけだと、どの種類がどう増えたのかが見えないんです。鳥類

についても魚類についても。次の５４ページ、ここには、若しくはも

っと後のほうにも、いろいろな種が出てくるんですよね。先ほどの礫

河原のイカルチドリだとか。そういったものが現在どうなっているの

か。経年的な変化を、種数の経年的変化じゃなくて、それぞれ多分定

量調査していると思いますので、例えばアユやイカルチドリやほかの

生物がどうなっているかといったような考察をしていただきたいんで

す。環境管理シートも、今見えているところの下に、これ、生息場デ

ータの下に、近年そういった生息場がどうなっているかというトレン

ドが入っているはずなんです。ということで、先ほどの片野さんの質

問とも絡むんですが、現状で礫河原がどうなっていて、それを今後ど

うしていきたいのかといったような。それが結果としてイカルチドリ
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の生息場と結びついてくるといった考察をしていただきたいなという

のが２点目です。ざっと言えば、在、不在の議論しかしていなくて、

個体数がどうなっているかという議論をしていないのが一番の問題だ

という感じがします。 

３つ目は、東日本大震災の影響というのはどうだったのだろうかな

というのが、多分どこにも書けていないんじゃないかなと思ったの

で。海岸地域がやられたというのは分かるんですが、防災工事もたく

さん入っているので、その前後で河川環境がどう変わったかというこ

ともきちんと教えていただきたいなと思いました。以上です。 

【中北委員長】  どうもありがとうございました。運河の環境面、それから、前から

おっしゃっていましたよね。種類の数だけじゃなくて、個体数に関し

ても情報があったほうがいいというのは、もう前から言っていただい

ているとおりの御意見をいただきました。特に今回は変遷に関してと

いうことで、変遷の中で東日本大震災とその後のいろいろな工事の影

響ということで、大切な点を御質問いただきました。ありがとうござ

いました。それでは最後、あと立川先生、手を挙げてくださっていま

すので、立川先生まで御意見をちょっとお伺いして、お答えいただこ

うと思います。よろしくお願いします、立川先生。 

【立川委員】  ありがとうございます。先ほどの清水委員等の質問とも関連すると

思うんですが、資料の２７ページと２８ページを再度表示していただ

けますでしょうか。 

【中北委員長】  ２７、２８ですね。 

【立川委員】  左上の表です。ナンバー２の洪水の昭和１９年の９月洪水。これが

時間分布で棄却されていて、一方でこの同じ降雨事象の洪水が、広瀬

川では、基本高水を決める計画降雨として採用。多分、次のページの

ナンバー１になっているんじゃないかなと思います。逆に名取川の２

７ページのナンバー４の洪水。こちらは、これで基本高水が決まって

いて、広瀬川ですと２番目の洪水でしょうかね。これが棄却になって

いるということで、基本高水を決めている降雨と棄却された降雨が、

違う降雨現象のものがそれぞれ採用されていて、恐らくこの辺りが、

どうして広瀬橋地点と名取橋地点でこれだけ基本高水が違うのだろう

かということの考察というか、この辺りの説明がしっかりなされる

と、ああ、なるほど、こういう理由でこのパターンは棄却されてい

て、基本高水がこれだけ違うんだなと理解がいくんじゃないかなと思

いますので、その辺りをぜひ次回お聞かせいただければと思います。

よろしくお願いします。 

【中北委員長】  アドバイスをありがとうございます。宿題いただいているところに

対するアドバイスですね。隣同士の流域で、あっちが棄却でこっちが
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棄却していないというのが、反対同士が起こっている。それは今みた

いな、ひょっとしたら清水先生の御質問に帰着するかもしれないです

よね。ありがとうございました。それでは、片野先生以降の点に関し

て、簡単でも結構ですので、お答えいただければと思います。 

【事務局】  河川環境課長の小島でございます。ちょっと環境面の方、先にお答

えさせていただきたいと思います。まず、片野委員からいただきまし

た質問、５６ページ等で示しておりますイカルチドリの関係でござい

ます。基本方針の中では、一応イカルチドリの生息の環境となるよう

な環境をつくるような掘削をしていくということで、当然冠水頻度な

んかを考えながら、実際の実施に当たっては、高さとか具体の形状を

検討していくということになろうかと思っております。また、新しく

創出するところだけではなくて、現在既にそういう良い環境になって

いるところにつきましては、掘削をどうしてもしなければいけないと

ころが部分的に出てくるかもしれませんし、守れるところは守ってい

きたいといった、治水と環境をうまく調和をするような形で、実際に

今後河川整備計画の中でプランニングさせていただきたいと思ってお

ります。 

それから、中村太士先生の御指摘でございます。まず、１番目の貞

山運河のところでございます。ちょっと今日、資料ができていませ

ん。環境面につきまして、また改めて内容をもう一回確認させていた

だいて、次回お示しできる部分につきましては、お示しさせていただ

きたいと思います。３番目の先の東日本大震災の影響につきまして

も、東北地方太平洋沖地震前後ということを分析することによって、

どういうような影響が環境面から言えるかという部分につきまして

も、次回までにできる範囲で整理させていただきたいと思っておりま

す。真ん中の２番目の、かねてから御指摘いただいております、平成

２年から河川水辺の国勢調査が始まりまして、おおむね３０年以上や

ってきているという部分もございますし、河川環境管理シートの中で

データというのを整理してきておりますので、その辺りをきちんと河

川ごとに整理して、経年的にどういう変化があるのか。それができれ

ば、それが場の変化等とどういうふうに結びつきができるのかという

部分につきましても、ちょっとどこまで名取川の次回までに整理でき

るか分からないんですが、名取川でもできる限りそういう整理はさせ

ていただきたいと思います。今後、また御審議をお願いしていきます

水系につきましては、そうした方向で基本的に資料を充実させていく

方向でやらせていただきたいと思います。またちょっと個別に御相談

させていただければと思っております。よろしくお願いします。以上

でございます。 
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【中北委員長】  小島課長、ありがとうございました。 

【事務局】  それでは、立川委員から御指摘いただいた件です。まず、広瀬川の

既往最大の昭和１９年の洪水をそのまま採用するという形になってお

ります。名取川は昭和２５年が最大なんですが、その流量とも大体同

じぐらいということで確認をしているところでございますが、検討し

て、また次回、整理させてもらえればと思います。 

【中北委員長】  事務局から御回答ありがとうございました。一応、宿題という形も

残させていただきながら、いただいたコメントを大事にしてやってい

くということで。では、知花先生どうぞ。 

【知花委員】  さっきから出ている、戸田先生からおっしゃった土砂の話で、環境

をつくるというのにも関わりますけれど、掘削した後、土砂がどうな

っていくかというのは、多分環境目標にも関係すると思いますので、

引き続き御検討くださいということと、ここは非常に樹林化がひどい

川なので、多分相当根っことかが入ってくるので、そう簡単にはいか

ないと思うんですね、再利用が。そこだけ気をつけて、現状と、どこ

にいい礫河原があるかというのもありますが、気をつけてくださいと

いうのが１つです。 

もう一つ、生態系ネットワークの話があったんですね、５７ペー

ジ。赤丸が全部、河口部にあって、上のほう、今度連続性だけが意識

されていますけれど、可能であれば、この広瀬川との合流部のところ

の笊川の調節池だとか、多分こういうところが拠点になりそうな気が

するので、上流域でこういう赤丸がつきそうなところというのが検討

できるんじゃないかなという、この２点だけです。すみません。時間

が押してから。 

【中北委員長】  ありがとうございました。今の、よろしいでしょうか、事務局。 

【事務局】  現地の状況を確認したり、検討させてもらえればと思います。 

【中北委員長】  どうもありがとうございます。 

【知花委員】  すみません。 

【中北委員長】  いえいえ、大事なポイントを御指摘いただきまして、ありがとうご

ざいました。それでは皆様方、御意見ありがとうございました。たく

さん大事な点を御指摘いただきました。というので、名取のほうは宿

題のほうにも考慮しながら、また次回、幾つか回答いただくというこ

とで、今日の審議は終わりたいと思います。それでは続きまして、菊

川水系に参りたいと思います。改めまして、事務局から御説明をどう

ぞよろしくお願いします。 

【事務局】  それでは、資料２－１を御覧ください。菊川水系河川整備基本方針

について、御説明させていただきます。 
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まず、流域の概要でございます。４ページを御覧ください。左下の

ように、菊川は静岡県を北から南に流れる河川で、河口部は海岸砂丘

が形成され、掘込河道となっておりまして、中下流部は低平地で有提

区間となっているというところでございます。右上の降雨特性でござ

いますが、年降水量の平均は約２,０００ミリということで、全国と比

べて多い状況でございます。右下に記載している流域の土地利用でご

ざいますけれども、約３割が緑色の森林、約３割が黄色の畑と果樹

園、約２割が青色の水田、約２割が赤色の市街地となってございまし

て、お茶の生産が多い地域となってございます。５ページを御覧くだ

さい。中央の図を御覧いただければと思いますが、菊川は図の上側の

掛川市の粟ヶ岳から図の下に向かって南下しまして、西側から下小笠

川が合流しまして、東側から牛淵川、黒沢川と合流しまして、基準地

点、国安地点を通過して、遠州灘に注ぐ河川となってございます。左

側の写真を見ていただければと思います。中下流部は丘陵地と海岸砂

丘に囲まれまして、お盆の底のような低平地となっているところでご

ざいます。６ページを御覧ください。左側のグラフが沿川の市町村の

人口で、若干減少傾向。それから、右側の図を御覧いただければと思

います。上流側から新東名高速道路、国道１号、東海道新幹線、東名

高速道路、国道１５０号などが横断しているというところでございま

す。７ページを御覧ください。左側ですが、菊川市では、令和３年４

月に立地適正化計画を策定してございます。浸水深が２メートル以上

の区域を居住誘導区域から除外することを基本としておりますが、周

辺が浸水想定区域ではなくて、容易に避難が可能と思われる箇所は除

外しないこととしてございます。防災指針については今後策定予定と

なっております。右側ですが、掛川市では、平成３０年３月に立地適

正化計画を策定してございます。浸水深が３メートル以上の区域を居

住誘導区域から除外することとしています。防災指針については、今

後策定予定となってございます。８ページを御覧ください。動植物の

生息・生育・繁殖環境の概要でございます。左上の河口部から下流域

では、干潟を生息域とするサギ類やハゼ類、ヨシ原に依存するオオヨ

シキリ等が生息・繁殖してございます。中流部では、瀬・淵やツルヨ

シの繁茂する緩流域環境が形成され、カマキリやドジョウ、ミナミメ

ダカ等の魚類が生息し、ミゾコウジュ等の植物が生育してございま

す。上流部では、瀬・淵に生息するアカザやカワヨシノボリ、カワム

ツ等が生息し、砂礫河原にはイカルチドリ等の鳥類が生息してござい

ます。支川では、緩やかな流れや小川等を好むミナミメダカやホトケ

ドジョウが確認されてございます。９ページを御覧ください。過去の

降雨・流量の状況です。左の上段は１２時間雨量、左下段は氾濫戻し
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の年最大流量でございます。雨量は、令和元年に観測史上最高を記録

してございまして、流量は昭和５７年９月に観測史上最高を記録して

ございます。右下の豊平低渇の流量は若干上昇傾向ですが、近年大き

な変化はございません。１０ページを御覧ください。過去の主な洪水

と計画でございます。大正１０年に菊川改修期成同盟会が結成され、

昭和８年に直轄事業に着手、昭和１３年に菊川、牛淵川の捷水路工事

に着手してございます。昭和４３年に国安地点の基本高水のピーク流

量、計画高水流量を１,０００㎥／ｓとする工事実施基本計画が策定さ

れております。昭和４３年、昭和４７年に浸水被害が発生し、昭和４

９年に国安地点の基本高水のピーク流量、計画高水流量を１,５００㎥

／ｓとする工事実施基本計画に改定されております。昭和５７年９月

には観測史上最高となる流量を記録し、右上の写真のように３か所で

堤防が決壊するなど被害が発生してございます。昭和６３年に黒沢川

の排水機場が完成し、平成元年に下小笠川の捷水路工事に着手してご

ざいます。平成１８年には工事実施基本計画の基本高水のピーク流量

を踏襲した河川整備基本方針を策定し、平成２９年に河川整備計画を

策定してございます。近年では、令和元年１０月洪水で支川の牛淵川

で越水氾濫が発生し、黒沢川、江川で内水氾濫が発生してございま

す。１１ページを御覧ください。昭和１３年より実施された菊川、牛

淵川の捷水路工事の概要でございます。左側の点線が蛇行しているの

が旧河道、水色の線が捷水路工事後の河道となってございます。上段

の写真が蛇行している旧河道で、下段の写真が捷水路工事後の河道と

なってございます。また、右側の写真のように捷水路工事と併せて床

止工の整備が行われてきてございます。１２ページを御覧ください。

菊川及び牛淵川、黒沢川の下流域は内水被害の発生が多い地域でござ

いまして、特に黒沢川については、国、静岡県、菊川市で構成される

黒沢川浸水対策協議会を設置しまして、ハード・ソフト対策の実施・

検討を行ってきてございます。また、黒沢川は、令和元年１０月洪水

による被害を踏まえ、流域治水の取組をさらに強化するために、令和

６年３月に特定都市河川に指定されておりまして、令和７年度の流域

水害対策計画の策定に向けて、国、静岡県、菊川市が連携して取り組

んでいるというところでございます。左側が過去の浸水被害の状況と

なっておりまして、右側に国、県、市が連携して現在取り組んでいる

内水対策をお示しているところでございます。１３ページを御覧くだ

さい。平成元年から実施された下小笠川の捷水路工事は、帝釈山の開

削や埋蔵文化財の発掘調査の実施、軟弱地盤箇所の対応などの末、平

成１８年３月に事業を完了いたしました。捷水路工事では、多自然型

川づくりを考慮し、堤防ののり勾配を緩傾斜とし、護岸に環境ブロッ
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ク、根固めに木工沈床を活用するなど、自然環境に配慮した施工を実

施しました。また、魚道や環境護岸ブロックの施工箇所は、現在はツ

ルヨシをはじめとした植生に覆われているほか、施工前後では回遊魚

をはじめとする魚類の確認種数が増加してございます。１４ページを

御覧ください。河川空間は、釣り、サーフィン、グランドゴルフ、散

策やサイクリング、ホタル観賞など、憩いの場やレクリエーションの

場として利用されてございます。水質については、近年おおむね環境

基準を満たしておりますけれど、牛淵川については、環境基準を満足

しない年が見られます。１５ページを御覧ください。菊川の利活用を

さらに促進していくため、かわまちづくり協議会を開催し、行政、民

間事業者等が集まって、利活用の推進に向けた意見交換を行っており

ます。具体的な取組としては、カフェ等の営利行為も含めた活用につ

いて社会実験を実施しており、菊川市観光協会により毎年、菊川桜マ

ルシェが開催されてございます。また、水辺の国勢調査の結果を取り

まとめたガイドブックなども作成・公表してございます。１６ページ

を御覧ください。菊川の水利用でございます。左側の図が農業用水で

ございます。菊川から取水されているものもありますが、大井川から

の導水に依存してございます。右上のほうに大井川から西側に大井川

用水が伸びてございまして、松島分水工、東俣分水工で菊川本川へ分

水した水を菊川の直轄上流端に設置された菊川頭首工で取水して、菊

川下流へ供給してございます。また、右側の図が上水道の用水になっ

ております。大井川広域水道用水事業から供給されてございます。大

井川上流の長島ダムを水源に、中部電力の川口発電所で放流された水

を図の右上のほうの河口取水工から取水して菊川流域に送水する計画

となってございます。工業用水につきましても、大井川を水源とする

東遠工業用水より供給されてございます。農業用水以外の菊川水系か

らの取水はございません。 

続きまして、基本高水のピーク流量の検討でございます。１９ペー

ジを御覧ください。昭和４９年に策定した工事実施基本計画では、計

画規模を１００分の１、降雨継続時間を６時間、対象降雨量を６時間

２００ミリと設定し、昭和４７年７月洪水の降雨パターンを採用し、

内水域の湛水量も考慮して、１,５００㎥／ｓを基本高水のピーク流量

として設定しました。平成１８年に策定した河川整備基本方針では、

降雨継続時間を１２時間、対象降雨量を１２時間２５９ミリに見直し

まして、流量データによる確率や歴史的洪水などによる検討から、工

事実施基本計画の基本高水のピーク流量は妥当であると判断し、踏襲

することといたしました。２０ページを御覧ください。対象降雨の継

続時間は、時間雨量データの蓄積等を踏まえて今回見直しを行いまし
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た。見直しに当たっては、他水系と同様、左側の洪水到達時間、右上

のピーク流量と短時間雨量との相関関係、右下の強度の強い降雨の継

続時間などの検討を踏まえ、現行の１２時間を９時間に変更すること

としました。２１ページを御覧ください。計画規模については現行の

１００分の１を踏襲し、昭和３０年から平成２２年までの雨量データ

により水文解析を行った結果、年超過確率１００分の１の降雨量は９

時間雨量で２３３ミリとなり、これに１.１倍の降雨量変化倍率を乗じ

た２５７ミリを対象降雨の降雨量と設定したいということを考えてお

ります。２２ページを御覧ください。主要洪水としては、下の表に示

す１４洪水を選定しまして、９時間２５７ミリとなるように引き伸ば

した降雨波形を作成して流出計算を行ったところ、平成２６年１０月

洪水の１,７８３㎥／ｓが最大となりました。なお、短時間若しくは小

流域に著しく偏った洪水として棄却される洪水はございませんでし

た。２３ページを御覧ください。対象降雨９時間２５７ミリに近いｄ

２ＰＤＦの過去実験、将来実験のアンサンブル将来予測の降雨波形を

９時間２５７ミリとなるように引き伸ばした降雨波形を作成しまして

流出計算を行ったところ、流量は８２８㎥／ｓから２,２０７㎥／ｓと

なりました。２４ページを御覧ください。アンサンブル将来予測降雨

波形を用いた空間分布のクラスター分析の結果、クラスター１から３

に分類されてございます。クラスター２に分類される実績の主要洪水

が存在しなかったことから、アンサンブル将来予測降雨波形より抽出

して追加してございます。２５ページを御覧ください。菊川の基本高

水のピーク流量は、①に示す現行の基本高水のピーク流量は１,５００

㎥／ｓ、②に示す雨量データによる確率からの検討で算定した最大流

量は１,７８３㎥／ｓ、③に示すアンサンブル予測降雨波形を用いた検

討結果は８２８㎥／ｓから２,２０７㎥／ｓ、④に示す既往洪水、昭和

５７年９月洪水の実績流量は１,４３０㎥／ｓ。以上の結果から、１,

７８３㎥／ｓ、丸めて１,８００㎥／ｓを国安地点の基本高水のピーク

流量として設定したいと考えてございます。 

続きまして、計画高水流量の検討でございます。２８ページを御覧

ください。青の点線で示す上流域では、本・支川を含めて貯留・遊水

機能の確保の可能性、引堤を含めた河道配分流量の増大の可能性を検

討しました。赤色の点線で示す中流域においても、本・支川を含め

て、貯留・遊水機能の確保の可能性、引堤を含めた河道配分流量の増

大の可能性を検討しました。黄色の点線で示す下流域においては、河

川環境・河川利用の影響等を踏まえて、河道配分流量の増大の可能性

を検討しました。２９ページを御覧ください。こちらは、下流部にお

ける河道配分流量の増大の検討です。河床幅が狭い菊川において、で
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きるだけ環境を創出するため、単断面形状として河床幅を確保しつ

つ、流下能力を確保する検討を行いました。図に示すような断面とす

ることで、国安地点で１,７００㎥／ｓの流下能力の確保が可能である

ことを確認しました。３０ページを御覧ください。こちらは上流部に

おける河道配分流量の増大の検討です。図のオレンジ色の点線で示す

区間において引堤を行うことで、加茂地点で７８０㎥／ｓの流下能力

の確保が可能であることを確認しました。３１ページを御覧くださ

い。貯留・遊水機能の確保についての検討です。新たな貯留・遊水機

能の確保により、１００㎥／ｓの洪水調節が可能であることを確認し

ました。３２ページを御覧ください。以上を踏まえまして、基本高水

のピーク流量が１,５００㎥／ｓから１,８００㎥／ｓに増大すること

に対応するため、河道配分流量を１,５００㎥／ｓから１,７００㎥／

ｓに２００㎥／ｓ増やし、新たに洪水調節流量秒１００㎥／ｓとした

いと考えてございます。３３ページを御覧ください。温暖化により２

度上昇し、海面が４３センチメートル上昇した場合の出発水位で流出

計算を行ったところ、計画高水位以下で流下可能であることを確認し

てございます。 

続きまして、集水域・氾濫域における治水対策でございます。３６

ページを御覧ください。左側は掛川市による田んぼダムの取組です。

中央は菊川市による中学校や市役所への貯留施設の整備でございま

す。右側のように、菊川市では森林環境譲与税を活用し、水源の涵

養、土砂の流出・崩壊防止などが図られるよう、森林の整備を実施し

てございます。３７ページを御覧ください。こちらは、菊川市・掛川

市等によって実施されている流域内の農業用ため池を活用した事前放

流や、大雨前の水位低下の取組でございます。右上の表に菊川流域の

ため池の数を整理してございます。３８ページを御覧ください。左上

が菊川市による河川防災ステーションに併設した水防センターの設置

でございます。左下が菊川市によるハザードマップの電子化、ＬＩＮ

Ｅによる発信の取組、右上が掛川市による避難所運営の担い手育成や

訓練の取組、右下が静岡県、菊川市によるマイ・タイムライン作成の

取組でございます。３９ページを御覧ください。左側は掛川市による

災害ボランティアセンターの設置、右が菊川市による冠水センサーの

設置の取組となってございます。 

続きまして、河川環境・河川利用についての検討でございます。４

２ページを御覧ください。基礎データを整理してございます。左上の

魚類の種数は近年増加傾向、鳥類の種数は明確な傾向が見られませ

ん。右上の年平均気温は上昇傾向、年平均水温は明確な傾向が見られ

ません。左下の植物群落は、オギ群落やツルヨシ群落に年変動がある
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ものの、大きな変化は見られません。４３ページを御覧ください。区

間支川別に河川環境管理シートの情報などを踏まえて、生物の生息場

の分布状況等を分析し、河川環境の目標を設定してございます。こち

らは下流部の目標の設定事例でございます。希少性の高い干潟域の生

物や汽水性の魚類、ヨシ原に依存する鳥類等が生息・繁殖し、干潟や

ヨシ原は生物にとって良好な生息場となってございます。また、流れ

の豊かな淵は、カモ類の集団越冬地としての生息場となってございま

す。このため目標としては、サギ類やトビハゼ、オオヨシキリに着目

し、干潟やヨシ原の保全・創出を図ることを目標としてございます。

４４ページを御覧ください。区間ごとに行った現状評価と目標の設定

の一覧を示しております。これらの目標に基づいてモニタリングを実

施しながら、河川環境の保全・創出に継続的に取り組んでまいりたい

と考えてございます。４５ページを御覧ください。河道掘削において

は、多様な生物が生息・生育・繁殖する水や環境を保全・創出するこ

とを基本方針としています。右側にお示ししましたように、同一河川

内の良好な河川環境を有する区間、ここでは干潟、ヨシ原が形成され

ている２.４キロの区間の河道断面を参考に掘削工法を検討してござい

ます。４６ページを御覧ください。菊川流域では、床止工等の横断工

作物が、かつて上流部でも確認されていたニホンウナギ等の回遊を阻

害していると考えられます。また、河道掘削によるヨシ原等の水際植

生の喪失が懸念されてございます。このため、河川改修に合わせまし

て、縦横断方向の連続性を確保し、かつ多様な水際環境を保全・創出

することにより、ニホンウナギやフナ等の魚類が支障なく移動・生息

でき、かつヨシ原を生息場とするオオヨシキリ等の鳥類が生息できる

ような環境の保全・創出を図ってまいります。これにより、流域全体

の生物の多様性の向上と、新たに地域の環境学習の場や共同モニタリ

ングなどを通じた地域活性化を図る生態系ネットワークの形成を推進

していきたいと考えております。４７ページを御覧ください。特定外

来生物はブルーギル、オオクチバス、アレチウリ、オオフサモ、オオ

カワヂシャ、オオキンケイギク、ウシガエルなどが確認されてござい

ます。在来生物への影響が懸念される場合は、関係機関と連携し、適

切な対応を取ってまいりたいと考えてございます。 

続きまして、総合土砂管理でございます。５０ページを御覧くださ

い。山地領域では大規模な土砂災害は発生しておらず、土砂生産が急

速に増加するような状況にはございません。河道領域では、出水や改

修による局所変動は見られるものの、上流から河口まで河床変動は少

なく、土砂動態は安定してございます。河口・海岸領域では、洪水に

よるフラッシュ、それから砂州の形成を繰り返しており、海岸汀線は
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大きな変動が見られず、安定しています。今後は、流下能力が不足す

る区間において河道掘削等を実施することから、引き続き河床高や河

口砂州の形成等の定量的な把握、適切な維持に努めまして、水系全体

の土砂のバランスを維持していきたいと思っております。 

続きまして、流域治水の推進でございます５３ページを御覧くださ

い。菊川水系の流域治水プロジェクトは、中部地方整備局、浜松市、

磐田市、袋井市、掛川市、菊川市、森町、設楽町、東栄町、豊根村、

静岡県、愛知県、農林水産省、林野庁、静岡地方気象台等で構成され

る遠州流域治水協議会において検討が進められ、令和３年３月に流域

治水プロジェクトを策定・公表。令和６年３月に流域治水プロジェク

ト２.０を策定・公表して取組を進めてございます。５４ページ、５５

ページに、令和６年３月に策定・公表した流域治水プロジェクトの内

容を掲載してございます。説明は以上となります。 

【中北委員長】  お疲れさまです。御説明どうもありがとうございました。それで

は、委員の皆様から御意見を伺いたいと思いますが、まず専門委員で

ある末次委員から御意見を頂戴したいと思います。末次委員、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

【末次委員】  末次です。菊川について少し説明させていただきます。菊川は静岡

の東遠地方に位置していまして、延長が２８キロメートルと、長崎の

本明川と並んで長さが短い河川なんですね。地形は、本川に向かって

お盆の底のような形になっていて、下流のほうは海へ土砂が堆積した

低地河川になっています。この地域というのは歴史的には交通の要衝

で、長野のほうに至る塩の道になっていました。最近大きな水害とい

うのは発生していないんですが、昭和４３年、４７年の洪水によって

浸水被害が発生しまして、これらの洪水を契機として、昭和４９年に

下流の国安地点の計画高水流量が１,５００㎥／ｓに変更されておりま

す。菊川の洪水対策としましては、先ほど説明がありましたように、

捷水路工事でこうした河道を直線化しまして、７キロぐらい短縮化さ

れています。それとともに越水に強くなるような天端の舗装を行って

います。それから、河床を安定させる床止めが多いものですから、今

後、流下能力を増やすために撤去し、帯工等で対処する必要があると

思います。また、流下能力の不足により支川の黒沢川で内水氾濫が発

生します。黒沢川は３月に流域治水の特定都市河川に指定されまし

た。洪水関係以外の利水なんですが、地形の関係で水源が少ないもの

ですから、ため池が１８０と非常に多くて、貯水容量の大きな七曲池

というのがあるんですけれども、そのほか大井川から菊川に導水して

いるということがあります。こういったため池というのは治水利用に

も活用できます。河川環境では、下流のほうに干潟があり、ヨシ原も
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多くて、トビハゼですとかコアジサシといった貴重種が生息している

状況です。本日は、基本高水のピーク流量に対して御審議していただ

くわけです。今回、事務局で基本方針案を取りまとめていただきまし

て、総合的に検討していただいたことに感謝しております。この基本

方針案では、降雨継続時間が見直されまして、それからアンサンブル

降雨予測が行われました。気候変動に伴う基本高水のピーク流量の変

更に当たりましては、対象降雨の変更などもありまして、流量は増大

する案となっています。これは菊川に限った話ではないんですが、気

候変動に対応して設定された基本高水のピーク流量を達成するにはか

なり長い期間を要しますので、中期的な計画流量の達成計画について

も考慮していく必要があると思います。最後に、気候変動の及ぼす影

響に関しましては、まだ不確実な要素があると思いますが、現時点で

最新の知見、それからいろいろな情報を結集しまして、将来世代で洪

水被害が発生しないような基本方針が策定できればよいと思っており

ます。本日は、基本方針に対して皆様の御審議のほどをよろしくお願

いいたします。私からは以上です。 

【中北委員長】  ありがとうございました。分かりやすく、要点の大事なところも補

足いただきながら御説明いただきました。どうもありがとうございま

した。それでは、今の末次委員からの御説明も踏まえて、委員の皆様

から御意見を。手前から行きましょうかね。じゃ、清水委員。今、会

場、３人、手を挙げた？じゃ、すみません。会場から３人、先に行か

せていただきます。清水委員、戸田委員、知花委員というのでよろし

くお願いします。 

【清水委員】  ３１ページと３２ページがちょうど流配と地形の形が出ているの

で、御質問したいのは、まず３２ページからです。気候変動前の基本

方針は全部河道で洪水流量を持とうとしている中で、基準点・国安で

現況はどのぐらいなのか、河道でどのぐらい流せるのか。それから、

整備計画でどのくらいなのかというところを、まず１点教えてくださ

い。 

それから、気候変動で対応したときに増えたことで、１００㎥／ｓ

でもどこかで貯留しようというのは、貯留というものがとても大切な

中で良い方向と思います。ただ、３１ページの地形図と流配を見る

と、やはり本川に対して多くの支川が入ってきて、下流の基準地点の

計画高水流量を形成している。加茂地点で６６０㎥／ｓから７８０㎥

／ｓ、そこで増えているからその上流でためるという考え方と、一方

で、中流域でもやはりこれだけ支川が入ってくるのだから、ここでも

貯めるようなことを考えてはいないのかどうかということをお聞きし

たいのが２点目です。 
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３点目は、流配を見てみると支川流量が減っているのがあります。

減っているのはどんな理由なのか。例えば阿武隈川のときであれば、

支川流量が減っているのは、本川に効かないように、支川のほうで貯

めてカットしてもらうという話があった中で、ここのところではどう

なっているのか。この３点です。以上です。 

【中北委員長】  ありがとうございました。それでは戸田委員、よろしくお願いしま

す。 

【戸田委員】  先ほどの末次委員の意見の中にもあったのですが、もともと盆地の

中を蛇行していた河川を捷水路として直線化したと。その河床の安定

化を図るために床止めがたくさん入っているというのが大きな特徴だ

と思います。その中で、河道配分流量を増やすために、２９、３０ペ

ージに書かれてあるような、単断面化していくということだと思うの

ですけれど、この横断面図だけで、床止めが連続する河川の掘削後の

イメージというのがなかなかつきにくいのではないかと思うところ

で、実際は床止めと床止めの間に、少し水たまりみたいになったよう

な水域があって、縦断方向に環境が変わっていくところが菊川の特徴

かと思います。その辺をうまく表現したほうがいいのではないか。例

えば４６ページで、環境の生態系ネットワークの中で、床止めを撤去

して移動性を回復するということがあるんですけれど、移動性の回復

は必要だと思うんですけれど、床止め自体はこの川において河床を安

定化するために必要な構造物でもあるので、単純にそういう形にはい

かないはずで、魚道とかそういうものをうまく組み合わせながらネッ

トワークを回復していかないといけないという河川だと思うので、そ

の辺をしっかり反映いただくといいのかと思いました。 

もう一つが、河川の水質のところで、水質の指標値としてのＢＯＤ

などは出ているんですけれど、結構大井川から水を引っ張ってきて、

その水自体が最初から少し濁りを含んだような水が流れているといっ

たところもあり、濁りというのも菊川にとっては大事な項目なのかな

と思うので、そういった情報があれば足していただくといいと思いま

した。以上です。 

【中北委員長】  ありがとうございます。指標の追加と直線化に関連しての大事な部

分ですね。ありがとうございます。知花委員、お願いいたします。 

【知花委員】  ありがとうございます。ほとんど同じような意見なんですけれど

も、１点目はもう清水先生と全く同じで、支川の流量が減っている理

由と、あと支川での貯留の可能性についてということで、ここは全く

同じです。 

２点目、戸田先生のところとも近いんですけれども、さっきの名取

以上にここは土砂が相当出ない川で、細かいのは出ているのかもしれ
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ませんが、出にくい川だと思うんですよね。その中でさらに引堤をし

て掘削もするということなので、相当土砂の流下量が減って、大きな

変動があると思います。その中で気をつけていただきたいなというの

が、お分かりだとは思いますけれど、特に干潟がここは重要な環境な

ので、干潟の面積であるとか、あと粒度ですね。これ、泥になってい

るところが結構あるので、もともと砂だったところが。だから、干潟

の今後の変化であるとか、あと床止めも多分戸田委員がおっしゃった

とおりで、位置がどうなっていくか、だから、多分もうちょっと間引

くことはできるのかなとか。最適な位置というのも、多分今後の土砂

動態によって変化してくると思いますので、そこを柔軟にというのは

難しいかもしれませんが、土砂動態を踏まえたまた新たな床止めの計

画というのが必要かなと思いました。ほとんど同じ意見ですけれど、

２点です。ありがとうございます。 

【中北委員長】  ありがとうございました。続きまして、ウェブの方もお伺いしたい

と思います。髙村委員ですね。 

【髙村委員】  ありがとうございます。髙村です。 

【中北委員長】  １が髙村委員で、２が片野先生でよろしいですね。お二人順番によ

ろしくお願いいたします。 

【髙村委員】  ありがとうございます。菊川を見せていただいて、お茶の産地とい

う土地利用の特性で、水質がかなり悪い。水が汚れているということ

と、大井川の水を使っているということもあって、住民の方々と河の

関係が希薄であり、河川の環境を楽しむという点が、よく見えなかっ

たなと思いました。それは、やはり河川を流れている水が汚れてい

る、水が透明でないことと関連しているんじゃないかなと思った次第

です。ため池は１０８もあるということですが、ため池と菊川のつな

がりがどうなっているのかを少し教えていただきたいです。ため池を

内水の貯留池として流域治水の考え方で使われるのでしょうか？若し

くは、ため池は菊川とつながっていて、菊川の水を入れているのでし

ょうか？そうなると、ため池の水質も悪いと思うのですが、データは

ございますでしょうか。一方で、菊川の過剰な栄養塩の沈殿池として

使えるようなため池もあるのじゃないかなと思うんですが、その辺り

の情報を教えていただければありがたいと思います。 

【中北委員長】  ありがとうございます。アイデアも含めてお話しいただきました。

これ、最後までお伺いしたいと思います。続きまして、片野委員、お

願いいたします。で、中村太士委員、よろしくお願いいたします。 

【片野委員】  すみません。そうしたら、奈良女子大学の片野です。御説明ありが

とうございました。この菊川に関して、やはり先ほど知花委員からも

お話があったとおり、干潟があるということは非常に特徴的といいま
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すか、貴重な環境なんだと思います。私からはトビハゼについての質

問なんですが、トビハゼの生息には基本的に干潟が必要なんですけれ

ども、種によってはヨシ原とセットに、ヨシのほうにも上ったりする

生態を持っているような種がいるので、恐らくこれ、菊川の０から２.

４キロポストの辺りなんかの図を見ていると、恐らく干潟とヨシ原が

セットになっていることが重要な生息地の特徴なんだと思います。な

ので、今後そういったことを考えていくときに、干潟だけではなく

て、ヨシ原も一緒にあるというような改修の方法を考えていくとよい

のではないかなと思ったんですけれども、これについて何か御意見や

知見があれば教えていただきたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

【中北委員長】  どうもありがとうございました。続きまして、中村太士先生、よろ

しくお願いいたします。片野委員、どうもありがとうございました。 

【中村（太）委員】  ありがとうございます。髙村委員もおっしゃっていたように、私も

この川を見たときに、ああ、人がいないという印象を非常に強く受け

ました。やっぱり地域の人に親しんでもらえる川を考えていかなきゃ

いけないかなと、全体として思います。それで、１３ページのがちが

ちに固めたキュービックみたいな床止工というんですか。あれを多自

然型だと言われると、ちょっと違うと思います。１３の左下のプール

とこれを護岸も含めて、これの評価をきちんとやっていただきたい。

右下を見ると種数は増えているという話なんですが、これ、旧川と比

べていて、本当に旧川がリファレンスとして正しいのかも含めて、も

ともと全く違う環境を捷水路として掘ったわけですから。ここまでプ

ールと護岸と、今は実はツルヨシが繁茂して、徐々にブロックも壊れ

かけているというか。それによって悪くない環境もあるとは思うんで

すが、これが多自然川づくりの思想だと言われると、私はちょっと閉

口します。ということで、そこをもう一度再度きちんと評価していた

だきたい。これをまた続けていくという議論ならば、それはちょっと

待ったという感じがします。 

それから、捷水路の後なんですが、ヘリコプターから見せていただ

いたときに、相当埋め立てられてはいるんですが、多少残っている場

所もあったんじゃないかなと思いましたので、ショートカットによっ

て区切られた人為的な三日月湖的な部分というのは現在どうなってい

て、もし環境がまだ残っているならば、止水域として、その環境をど

うしていくかということも検討していただきたいと思いました。 

４３ページなんですが、ここで左側に書いてある、先ほどの名取川

のときはそうなんですが、一番下に減少傾向になっているのも見えて

いますよね。これが自然裸地と書いてあって、ひょっとすると干潟を
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自然裸地と呼んでいるのかもしれないんですが、この辺も、今これま

でどんな状態だったのか。これは先ほどの質問と一緒で、ハビタット

と種に関してもきちんとつないだような形の分析。若しくは分析まで

できなかったとしても、データから読み取れることを説明していただ

きたいと思いました。例えば４６ページで、先ほど知花委員とか戸田

委員もおっしゃっていたように、私も、いきなり床止工の撤去はない

だろうと。床止工が必要だったから、ショートカットして急勾配化し

て、そこを固定したくて造ったんでしょうから、それを撤去できるな

らば、じゃ、要らなかったのかという議論になってしまうので、そこ

の理由づけはきちんとしていただきたいなと思います。もちろん撤去

というか、なくなることによって上流と下流のつながりができるのは

すばらしいことだと思います。 

それから、真ん中なんですが、これもよく分からない。破線で青で

描いてあって、鳥類が行き来できるようなという。これが樹木を表し

ているのか、ひょっとしてヨシ原を表しているのがこれなのか、ちょ

っと分からないですけれど。どんな鳥類を考えて、生態系ネットワー

クを御検討しようとしているのか。何度も言いますが、ネットワーク

の議論がイメージばっかりで、現実がどうなるのか見えてこないとい

うのが私の批判的な意見ですので、ぜひそこもちゃんとやってくださ

い。 

次のページを見ていただくと、なぜかこれ、やっぱりひな形なんで

すね。外来種に関しては、先ほどの名取川もこういった経年的な変化

が、種に関して経年的な変化が出てくるんですよね。種とか群落に関

して。ということで、この考え方で結構ですので、これが重要な種に

ついてきちんと希少種も含めて検討されればいいなと思いました。以

上です。 

【中北委員長】  いろいろなアドバイスありがとうございました。床止めいうのがや

っぱりざーっとつながって出てきましたね。ありがとうございます。

それじゃ、御対応いただければと。事務局からよろしくお願いしま

す。 

【事務局】  河川計画調整室、小澤です。ありがとうございます。基本的には次

回までに整理しますという答えになるんですが、答えられるところだ

け、ここで答えます。まずは、清水委員から御指摘の河川整備計画で

どういう目標になっているかというと、１,２００㎥／ｓを目標してお

り、現況の流下能力でも１,２００㎥／ｓあるということでございま

す。それから、何人かの先生からいただきましたが、支川の流量が減

っている。ここの原因ですけれども、これは２つ要因があって、計算

精度を上げたというところで、その関係で数字が下がっているという
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部分と、一部貯留の機能を見込んでいるということで下がっていると

いうところがございます。 

【事務局】  環境課長でございます。環境のほうも次回までにちょっと整理をさ

せていただきたいと思います。その上で、いただいた水質の関連の補

足、河口部のトビハゼ、干潟だけではなくてヨシ原とセットの環境と

いう部分での考察。それから、４６ページ、４７ページ、生態系ネッ

トワークのところは、重ね重ね御指摘いただいているところでござい

ますが、ちょっと丁寧な、どういうようなものを求めていくかという

ところを、また書ける範囲で書かせていただきたいと思います。ま

た、４７ページのような整理ということでヒントをいただきましたの

で、またこれも参考に、次回までにほかの重要な種についても整理で

きる部分は整理させていただければと思います。ありがとうございま

した。 

【中北委員長】  小島課長、ありがとうございました。大体今ので御返答いただきま

したが、とにかく連なった形で床止めですよね。機能性の話から今の

環境の話も絡めた形。あと、中村太士委員からもあった、多自然とい

うことに対する認識の深さがちょっと違うんじゃないかという大きな

ポイントをいただいておりますので、ここらも少しお話ししていただ

いていて、また御回答いただければいいのかなと思いました。支川の

流量の話は、前の加古川の万願寺川とか、そこでもどういう機能をあ

れしたのでこうなったというのを大体流配図に書いていただくように

なりましたので、ポイントですので。そこで可能な範囲でまたここも

つけていただくというのが大事なところかと思いました。あと、水

質、それから大井川が濁っているんでしたっけね。そこら辺との関連

ですね。流域を超えているがゆえのいろいろなポイントも大事なとこ

ろが出てきましたが、結構思っていたより大事なポイントがあるなと

いうのが今回の印象でございます。最後、極めつけが、極めつけとい

う言い方したら駄目かもしれませんが、これは中村太士委員から言っ

ていただいた、人が少なかったという印象は皆、持ったと思いますの

で、やっぱり流域河川と人との関わりについて、先ほどの多自然とい

うことも絡むかもしれませんけれども、前向きな基本方針になるよう

に少し工夫いただけたらというふうには思いました。皆様方、御意見

を多方面からいただきまして、どうもありがとうございました。よろ

しいでしょうか、清水委員、お願いいたします。 

【清水委員】  支川の流量が減ったり増えたりというのは計算精度によるというこ

ともあるし、従前から計算精度というか技術の進展で数字が変わって

きたということは当然あると思うんです。ただ、気になるのは、小流

域というのは流域面積が小さく降雨が平均化されないし、今後温暖化
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の影響で増えるのではないかという懸念も一方であるわけですよね。

その辺の傾向とかそういうものも見えたら非常に良いと思います。必

ずしも流配のところに計算が変わったから減ったとかそういうことで

はなくて、そういう議論がなされたということが議事録にきちんと書

かれることが大切なので、やはり支川の流量がなぜ変わったというこ

とが、どんな理由なのかというのは、議事録で残すことにしておく。

今後の話として大切で、その辺はきちんと議論されたということが大

切だと思いました。 

【中北委員長】  ありがとうございます。小流域なので、将来予測も含めて、アンサ

ンブルとかによる違いというのは結構敏感に出る可能性があると。そ

ういうことも流域面積の違いにおいて考え、あるいはちょっとバック

として考えておいたほうがいいんじゃないかという議論をしたという

のは残しておいていただければということでございました。それで

は、委員の皆様方、どうもありがとうございました。続きまして、今

日の最後の高津川水系の御説明に入っていただきますが、既に３時ま

で、もうあと１０分になっております。それぞれ大体、今までを見て

いただくと２５分か３０分ぐらいかかっていますので、多少と言って

いいかあれですが、ちょっと１５時を超えることをお許しいただけれ

ばと思います。それでは、事務局から御説明をどうぞよろしくお願い

いたします。 

【事務局】  河川計画調整室、小澤です。資料３－１を御覧ください。高津川水

系河川整備基本方針について御説明いたします。 

まず、流域の概要でございます。４ページを御覧ください。左の図

のように、高津川は島根県の西部を南から北に流れる河川で、流域に

は吉賀町、津和野町、益田市を抱える河川となってございます。右上

の図ですが、上流部は年平均降水量が約２,０００ミリを超え、全国平

均である約１,７００ミリを上回っているというところでございます。

右下に書いてございますけれども、水質が良好な高津川のシンボルと

なっているアユが有名な河川で、中流部には山陰の小京都と呼ばれる

観光地である津和野がございます。５ページを御覧ください。高津川

の下流部の低平地には益田市があり、山陰本線、高規格幹線道路の益

田道路などが高津川を横断し、流域内の人口・資産が集中してござい

ます。土地利用は、緑色の森林が約９割、農地とその他市街地等を合

わせて約１割となってございます。６ページを御覧ください。高津川

は、中央の図の下側の吉賀町から図の上に向かって北上し、西側から

津和野川、東側から匹見川が合流し、下流部で派川が並行して流れる

場所がありますが、そこで白上川と合流して日本海に注ぐ河川となっ

てございます。⑥の写真の上流部や④の写真の中流部は、谷底平野が
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形成されております。⑤の写真が支川の津和野川、③の写真が支川の

匹見川と高津川の合流部。②の写真が高津川本川と派川の分岐部、支

川の白上川との合流部。それから、①が河口部の写真となってござい

ます。７ページを御覧ください。人口ですけれども、関係市町の人口

は、近年は減少傾向。事業所数、従業員数、製造品出荷額は横ばいで

ございます。宅地面積、耕地面積なども変化はございません。８ペー

ジを御覧ください。益田市の立地適正化計画でございます。令和５年

３月に立地適正化計画を策定してございます。レッドゾーン、イエロ

ーゾーン、それから家屋倒壊等氾濫想定区域、浸水深が３メートル以

上の区域を原則として居住誘導区域から除外してございます。防災指

針も策定済みでございまして、居住誘導区域における災害リスクの回

避軽減に取り組むこととしてございます。９ページを御覧ください。

動植物の生息・生育・繁殖環境の概要でございます。上流部ではイシ

ドジョウやゴギ、オヤニラミが生息・繁殖してございます。特別天然

記念物のオオサンショウウオ、モリアオガエル等が生息・繁殖してお

ります。中流部では、アカザが生息・繁殖しているほか、アユの遡上

が確認されてございます。下流部では、スナヤツメ南方種が生息・繁

殖しているほか、水際にはタコノアシが生育・繁殖し、礫河原にはカ

ワラバッタが、自然裸地にはシロチドリが生息・繁殖してございま

す。下流域には、出水時の放水路として整備されている派川が存在し

まして、通常時は緩流域となっておりまして、ミナミメダカ、カスミ

サンショウウオ、湿地性のサラサヤンマ等が生息・繁殖してございま

す。１０ページを御覧ください。高津川は水質が最も良好な河川に選

ばれているほか、流域の上流にはダムがなく、横断工作物も少なく、

アユやサケが遡上できる連続性が確保できております。右の写真のよ

うに、代表的なアユの産卵場としては、エンコウの瀬、ナガタの瀬、

虫追の瀬が知られてございます。１１ページを御覧ください。過去の

降雨・流量の状況です。左上段は２日雨量、左下段は氾濫戻しの年最

大流量となってございます。観測史上第１位の降雨は平成９年７月の

３９０ミリ、観測史上第１位の洪水は昭和４７年７月洪水の５,２００

㎥／ｓであり、現行の基本方針の対象降雨量を超える雨量が発生。基

本高水のピーク流量と同等の洪水が発生してございます。右下の豊

水、平水、低水、渇水の流量は大きな変化はございません。１２ペー

ジを御覧ください。過去の主な洪水と計画です。高津川は昭和４２年

に１級河川に指定され、昭和４３年に高角地点の基本高水のピーク流

量、計画降水流量を４,２００㎥／ｓとする工事実施基本計画を策定し

てございます。昭和４７年７月の洪水で大きな被害が発生してござい

ます。また、平成９年７月の洪水でも大きな被害が発生してございま



 

38 

 

発言者 内容 

す。平成１８年には、基本高水のピーク流量、５,２００㎥／ｓ、河道

配分流量、４,９００㎥／ｓとする河川整備基本方針を策定し、平成２

０年に目標流量、河道配分流量ともに４,９００㎥／ｓとする河川整備

計画を策定しました。右の図は、主な洪水による浸水範囲を示してご

ざいます。緑線で示した範囲が昭和４７年７月洪水で浸水した範囲で

す。赤で示した市街地・宅地のエリアも含めて広範囲に浸水が生じて

おります。１３ページを御覧ください。こちらは江戸時代の河川改修

の経緯でございます。左側は１６１６年頃の状況を示した図で、黒色

の点線を御覧いただければと思います。もともとの高津川は大部分が

津和野藩領なんですが、右上の河口で浜田藩領の益田川のほうに流下

してございました。津和野藩は、益田川に流れ込んでいた高津川の河

口を自領内に付け替えまして、産業発展のため、港を整備してござい

ます。また、少し上流部の点線の部分なんですけれども、飯田と書か

れた場所について、西側に緑色で着色した派川を開削しまして、流量

を変更してございます。中央の図の１６３９年の洪水では、派川を開

削した場所で旧河道に洪水が流れるなどし、右側の１７８９年の洪水

では、河口の河道が東に移動しまして、現在の形に近い形になってご

ざいます。また、派川との分岐点には分派堰が築かれ、本川が主流路

になってございます。１４ページを御覧ください。昭和４７年７月洪

水の概要です。下段の航空写真の赤色のバツ印で示した２か所で堤防

が決壊して、青線で囲んだ範囲で浸水しました。死者２８名、浸水家

屋３万８,２９４戸に及ぶ被害となってございます。上流の安富町、横

田町と記載されている箇所の赤色の丸印、この部分に霞堤があるとい

うところでございます。１５ページを御覧ください。高津川ではシン

ボル的存在であるアユの産卵環境の保全・再生と流下能力向上を両立

させる河道掘削を検討し、実施してきております。左の上段が平成２

５年に試験施工を行った箇所での課題ですけれども、樹木の繁茂、河

床の二極化が進行して、砂州の発達により瀬が減少していたというと

ころでございます。そこで、左側の中段のような試験施工を行いまし

て、その後の植生の状況を踏まえて、左下の右に書いてあるんですけ

れども、裸地が維持される指標を設定してございます。具体的には、

平水位からの比高差を１メートル以下、無次元掃流力０.１３以上と設

定しております。右側に記載の平成２８年から令和元年に実施した掘

削においては、この指標を用いて実施してございまして、おおむね想

定どおりの裸地の維持を確認してございます。今後は、この知見に加

えて、ネイチャーポジティブの視点も踏まえまして、掘削方法を設定

して、学識者の意見を聞きながら掘削を進めていくということで考え

ております。１６ページを御覧ください。河川空間の利用状況でござ
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います。散策やアユ釣り等で年間８万人もの人に利用されているとい

う推計がございます。それから、高津川のかわまちづくりが令和４年

８月に登録されてございまして、高津川を周遊できるサイクリングコ

ースの整備や水辺拠点の創出に取り組んでいるというところでござい

ます。１７ページを御覧ください。高津川では、水辺ＥＮ組プログラ

ムとして、住民団体が河川敷と縁組するということで、除草や清掃、

美化活動を行う制度を設けてございます。横田花・花会、高橋建設、

大塚自治会の３団体が活動しているというところでございます。 

続きまして、基本高水のピーク流量の検討でございます。２０ペー

ジを御覧ください。昭和４２年に策定した工事実施基本計画では、日

雨量を用いて基本高水のピーク流量、それから計画高水流量を高角地

点において４,２００㎥／ｓと設定してございます。その後、昭和４７

年７月洪水が既定計画の４,２００㎥／ｓを上回る５,２００㎥／ｓの

流量となったことや雨量データの更新、流量データによる確率統計解

析を用いた検討によって、平成１８年に現行の河川整備基本方針を策

定する際には、計画規模１００分の１、対象降雨量を２日３５３ミリ

として基本高水のピーク流量を５,２００㎥／ｓに設定し、流量データ

による確率や歴史的な洪水による検討などから、この基本高水のピー

ク流量は妥当であるということで判断してございます。２１ページを

御覧ください。対象降雨の継続時間は、時間雨量データの蓄積等を踏

まえ、今回見直しを行ってございます。手法については他水系と同様

の方法を取っておりまして、現計画の２日を１２時間に変更してござ

います。２２ページを御覧ください。計画規模については現行の１０

０分の１を踏襲して、昭和３６年から平成２０年までの雨量データに

より水文解析を行った結果、年超過確率１００分の１の降雨量は１２

時間雨量で１９５ミリとなり、これに１.１倍の降雨量変化倍率を乗じ

た２１５ミリを対象降雨の降雨量と設定したいと考えてございます。

２３ページを御覧ください。主要洪水としては、下の表に示す１５洪

水を選定しまして、１２時間２１５ミリとなるように引き伸ばした降

雨波形を作成して流出計算を行ったところ、短時間若しくは小流域に

著しく偏った３洪水を棄却すると、昭和４７年７月洪水の５,７６５㎥

／ｓが最大となりました。２４ページを御覧ください。対象降雨１２

時間２１５ミリに近いｄ２ＰＤＦの過去実験、将来実験のアンサンブ

ル将来予測降雨の波形を１２時間２１５ミリとなるように引き伸ばし

た降雨波形を作成しまして流出計算を行ったところ、流量は、２,７７

５㎥／ｓから６,１２３㎥／ｓとなりました。２５ページを御覧くださ

い。アンサンブル将来予測降雨波形を用いた空間分布のクラスター分

析の結果、クラスター１から３のパターンに分類されました。クラス
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ター３に分類される実績の主要洪水は存在しなかったことから、アン

サンブル予測降雨から抽出し追加を行ってございます。２６ページを

御覧ください。高津川の基本高水のピーク流量は、①に示す現行の基

本高水のピーク流量は５,２００㎥／ｓ、②に示す雨量データによる確

率からの検討で算定した最大流量は５,７６５㎥／ｓ、③に示すアンサ

ンブル予測降雨波形を用いた検討結果、２,７７５㎥／ｓから６,１２

３㎥／ｓ、④に示す既往洪水、昭和４７年７月洪水の実績流量は５,１

２２㎥／ｓ。以上の結果から、５,７６５㎥／ｓ、丸めて５,８００㎥

／ｓを高角地点の基本高水のピーク流量として設定することとしたい

と考えてございます。 

続きまして、計画高水流量の検討でございます。２９ページを御覧

ください。青の点線で示す中・上流域では、本支川を含めて貯留・遊

水機能の確保の可能性を検討しました。赤色の点線で示す下流域で

は、貯留・遊水機能の確保の可能性、河川環境・河川利用への影響を

踏まえた河道配分流量の増大の可能性を検討しました。３０ページを

御覧ください。河口部は両岸に家屋の資産が集中しておるということ

で、引堤は社会的な影響が大きく困難であると考えてございます。ま

た、河道掘削については、河口部は再堆積が生じにくい河道の安定性

を考慮した高さまでの掘削とし、アユの産卵場となっているエンコウ

の瀬付近では、アユの産卵場への影響を踏まえて、塩水が遡上しない

と考えられる高さまでの掘削とすることで、河道配分流量を現行の４,

９００㎥／ｓから５,３００㎥／ｓまで増大させることが可能であるこ

とを確認してございます。３１ページを御覧ください。次に、３つの

瀬がある３から５キロの区間におきましては、アユの産卵場の形状を

改変しないように平水位以上の掘削として、川幅が狭い区間で一部引

堤を行うことで、河道配分流量を現行の３,５００㎥／ｓから３,９０

０㎥／ｓまでの増大が可能であるといったことを確認してございま

す。続きまして、３２ページを御覧ください。貯留・遊水機能の確保

についての検討です。新たな貯留・遊水機能の確保により、５００㎥

／ｓの洪水調節が可能であるということを確認してございます。３３

ページを御覧ください。以上を踏まえまして、基本高水のピーク流量

が５,２００㎥／ｓから５,８００㎥／ｓに増大することに対応するた

め、河道配分流量を４,９００㎥／ｓから５,３００㎥／ｓに４００㎥

／ｓ増やし、洪水調節流量を３００㎥／ｓから５００㎥／ｓに２００

㎥／ｓ増やすということにしたいと考えてございます。３４ページを

御覧ください。温暖化により２度上昇し、海面が４３センチメートル

上昇した場合の出発水位で流出計算を行ったところ、計画高水位以下

で流下可能であることを確認してございます。 
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続きまして、集水域・氾濫域における治水対策でございます。３７

ページを御覧ください。左側ですが、益田市、国土交通省により道路

盛土を活用した緊急避難場所の整備として、避難階段やスロープの設

置が行われてございます。また、右側ですけれど、津和野町、吉賀町

により田んぼダムの取組が行われてございます。３８ページを御覧く

ださい。左上が国土交通省による出前講座の実施、左下が益田市のマ

イ・タイムラインの作成などが行われているというところでございま

す。３９ページを御覧ください。林野庁によって、左側に記載の国有

林の保全対策が実施されているほか、森林研究・整備機構、森林整備

センターによって、右側に記載の水源林の造成地での伐採・間伐等が

行われているというところでございます。 

河川環境・河川利用についての検討でございます。４２ページを御

覧ください。こちら、基礎データを整理してございます。左上の魚類

の種数は大きな変化はございません。鳥類の種数は増加傾向ですが、

これは調査手法の変更によるものと考えてございます。左下の植物群

落は、左側の赤枠の植林地が平成２７年に増加。右側の赤枠のその他

の単子葉植物が、外来種は減少し、その割合は令和２年も同程度の割

合を維持しているというところでございます。右上の年平均気温は上

昇傾向、年平均水温は明確な傾向は見られません。４３ページを御覧

ください。区間支川別に河川環境管理シートの情報などを踏まえて、

生物の生息場の分布状況を分析し、河川環境の目標を設定してござい

ます。こちらは下流部の目標の設定事例でございます。下流部には広

く礫河原にイカルチドリやカワラバッタが生息し、連続する瀬・淵に

スナヤツメ南方種が生息・繁殖。回遊魚のカマキリ（アユカケ）が生

息してございます。また、アユの産卵場となる瀬が分布してございま

す。このため、目標としては、イカルチドリ等の生息する礫河原を保

全・創出するほか、アユや絶滅危惧種のスナヤツメ南方種、カマキリ

等の生息・繁殖環境となる瀬の保全・創出を図ることとしてございま

す。４４ページ、４５ページを御覧ください。区間ごとに行った現状

評価と目標設定の一覧を示してございます。これらの目標に基づきモ

ニタリングを実施しながら、河川環境の保全・創出に継続的に取り組

んでいきたいと考えてございます。４６ページを御覧ください。河道

掘削においては、上下流一律で画一的な河道形状とならないよう工夫

を行い、多様な生物が生息・生育・繁殖する水際環境を保全・創出す

ることを基本方針としてございます。下段に示しましたように、同一

河川内の良好な河川環境を有する区間の河道断面、ここでは９.６キロ

の河道断面を参考に掘削方法を検討してございます。４７ページを御

覧ください。生態系ネットワークの形成につきましては、高津川のシ
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ンボルであるアユ等の回遊魚が支障なく移動できる生態系ネットワー

クを保全・創出していきたいと考えてございます。アユの産卵場とな

る瀬の保全や再生に加えて、右側に記載の取組とも連携して、地域経

済の活性化に資するように取組を進めてまいりたいと考えてございま

す。４８ページを御覧ください。特定外来生物は、オオクチバス、オ

オキンケイギク、ウシガエルなどが経年的に確認されてございます。

在来生物への影響が懸念される場合は、在来種への影響が軽減できる

よう、関係機関と迅速に情報を共有するなど、連携して適切な対応を

行ってまいります。 

続きまして、総合的な土砂管理です。５１ページを御覧ください。

山地領域では砂防堰堤の整備、森林保全や治山事業が実施されてござ

います。河道の一部区間では二極化が進行してございますが、近年は

安定傾向でございます。河口部は導流堤が整備されてございまして、

河口閉塞は生じてございません。河口の砂州は洪水時にはフラッシュ

され、治水上の大きな影響は出ていないというところでございます。

海岸部では、高津川の左岸側で経年的に汀線が後退していたことか

ら、島根県が侵食対策として護岸施設、離岸堤を整備し、それ以降は

汀線の後退は確認されてございません。 

続きまして、流域治水の推進で５４ページを御覧ください。高津川

水系の流域治水プロジェクトは、中国地方整備局、益田市、津和野

町、吉賀町、島根県、中国四国農政局、近畿中国森林管理局、松江地

方気象台等で構成される高津川水系流域治水協議会において検討を進

め、令和３年３月に流域治水プロジェクトを策定・公表してございま

す。また、気候変動の影響による降水量の増大に対応するため、令和

６年３月に流域治水プロジェクト２.０を策定・公表して取組を進めて

ございます。５５ページ、５６ページに、令和６年３月に策定・公表

した流域治水プロジェクト２.０の内容を掲載してございます。資料の

説明は以上になります。 

【中北委員長】  どうもありがとうございました。それでは質疑等に移りたいと思い

ますが、まず初めに専門委員でおられます広瀬委員から御意見を頂戴

したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

【広瀬委員】  広瀬でございます。まず、先ほど高津川の説明があったと思います

けれども、高津川は清流日本一という評価を受けている河川でござい

ます。一方で、治水ダムとか利水ダムを有していないという河川の特

徴を持っています。先ほど事務局から説明がありましたように、高津

川流域全体としてはほとんど森林に覆われておるわけですが、高津川

の下流部は広く市街地が広がっております。河川整備計画に基づい

て、洪水の防御の必要となる目標流量を安全に流下させることが必要
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となっておりますので、どうしても河床掘削や樹木の伐開等を進める

必要がある河川となっています。ただ、先ほど清流日本一で、河川生

態系の保全の両立もしないといけないということでして、１０年前か

ら高津川の河床掘削懇談会等の意見集約版みたいなやつを国交省と一

緒に作りまして、各専門委員の先生方に御意見をいただきながら議論

を進めて、河川環境に配慮した河床掘削を進めているところでござい

ます。特に先ほどの説明にもありましたように、アユの産卵場の保全

というところで、どうしても高津川の漁協さんとか島根県の水産試験

場等と密接に協力しながら、特に河床掘削するだけでは影響が測れま

せんので、適宜環境モニタリングを丁寧に進めながら河川整備を進め

てきた河川でございます。なので、地域の連携というのがとても密接

に進めております河川です。今回は、説明いただいたように、気候変

動に対応できるように基本高水のピーク流量を変更するというところ

になっております。そうなりますと、先ほど説明しておりますよう

に、河床掘削のみではどうしても変更となるピーク流量に対応できま

せんので、遊水地等の検討が必要になっているというところが、この

辺りがポイントになっているのかなと思っております。また、先ほど

説明がありましたように、流域では田んぼダムとかタイムラインの作

成など、地域住民と連携しながら、かなり治水対策は密接に進めてい

る河川でございます。私から簡単に現状を説明させていただきまし

た。事務局から説明していただいた基本計画の内容につきまして御審

議いただけると助かります。よろしくお願いいたします。以上です。 

【中北委員長】  広瀬委員、どうもありがとうございました。それでは、今話があっ

た広瀬委員の御説明も含めて、皆様方から御質問等をお受けしたいと

思います。じゃ、清水委員、どうぞよろしくお願いいたします。 

【清水委員】  今の説明もありましたが、本当にいい川なんでしょうね。私も現地

に行きたかったし、愛されている川なんだろうと思います。１４ペー

ジを見ていただくと、昭和４７年の洪水の実績浸水区域があります。

典型的にやはり蛇行部のところで、田畑あるいはそこに居住地もある

んでしょうか。そういったところにどうしても負荷がかかって浸水し

てくる。先ほどお話を聞いた中で、この中で丸のところには霞堤があ

るというお話ですから、やはりこの周辺の中ではこういった地点は溢

れやすいということは住民の方もよく分かっていると思います。お聞

きしたいのは、ダムがないというところで貯留を３００㎥／ｓからあ

るいは５００㎥／ｓに増やして行かないといけない。これは遊水地と

いうもので対応しようという方向性なのかどうかと。こういう氾濫し

易いところ、霞堤も活かしながらそういうものをやるのかというとこ

ろもお聞きしたいと思います。愛されている良い川を残したいという
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ときに、川だけではその環境は残せないということもあります。いか

に周辺の土地のところで水をためるかということができて、いい川は

残っていくのだろうと思うので、もしその辺の今後の貯め方の考え

方、方向性があれば教えてください。いい川を残すためにはこういう

努力もしないという方向性は、他の水系にも波及できる観点でお聞き

したいと思いました。以上です。 

【中北委員長】  どうもありがとうございました。いい川を残すための幾つかの論点

ということでございました。ありがとうございます。続けて、じゃ、

知花委員、お願いします。 

【知花委員】  ありがとうございました。私も何度か伺っていますけれど、非常に

いい川ですね、ここは。間違いないと思います。その上で、ちょっと

余計なことかもしれませんし、方法がないんですけれど、１つは、ど

こも同じようなことを申し上げていて恐縮ですが、３つの大事な瀬が

ありますよね。漁協さんの意見とかを聞くと、なるべくこういう瀬は

触らないようにというのは非常によく分かりますので、そういう方向

で進めていただければと思うんですけれども、とはいえ、やっぱりこ

れだけ掘削して線形を変えるので、恐らく砂州の形も変わってきて、

瀬が変形すると思うんですね。だから、そういう中で、創出というの

もありましたけれど、樹木を伐採して礫河原を造成するというような

創出のほかに、やっぱりきれいな砂州と早瀬が新たな場でできるよう

なというのをちょっと念頭に置いていただければなと思います。なか

なかどうしても完全なこのままの現状維持というのは難しいかなと思

いますので。ということです。難しいと思いますけれど。 

もう１点は、さっきから出ているように、こういう水質日本一とい

うのはもうずっと言われているところなんですけれど、私は結構地域

の人と話していると、いや、とはいえ、最近、結構水質が悪くなって

いるという意見を聞いたんですよね。最新じゃないです。数年前なん

ですけれども。とりわけその人たちが言うのが、ＢＯＤじゃなくて栄

養塩濃度が上がってきているんじゃないかと。多分いろいろ検討した

んですけれど、浄化槽が悪いんじゃないかとかいろいろな説はありま

すけれど、恐らくノンポイントだと思うんですね。だけど、というこ

とで言えると、水質日本一ということは出てくるんですけれど、よく

よく考えると環境のところで水質の話があまり出てこないなと思いま

したので、ちょっとそこは可能であれば確認いただければなと思いま

す。その２点です。ありがとうございます。 

【中北委員長】  貴重な御意見になりました。２つ目の栄養塩の話とかね。ありがと

うございます。それから、温暖化で流量変化すると、残したい瀬ある

いは砂州とかが動くというところも、この温暖化の影響を見る技術を
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開発していかないといけないと思うということで御意見をいただきま

した。ありがとうございます。それでは、別途ウェブのほうから手を

挙げていただいています佐山委員、お願いいたします。 

【佐山委員】  佐山です。御説明ありがとうございました。私は初めてなので質問

になりますが、資料２６ページをもう一度見せてください。この図の

青丸のところは、どのように解釈をしたらいいかを教えていただけれ

ばと思います。生起し難いとは言えない実績降雨引き伸ばしというの

が５,９００㎥／ｓということで、結果として５,８００㎥／ｓを選ん

だということだと思いますが、そのときに、これはどのように考えて

いるのかをまた御説明いただければと思います。以上です。 

【中北委員長】  大事なところですね。ありがとうございます。後で伺いたいと思い

ます。それでは、中村公人委員、お手を挙げていただいていますの

で、よろしくお願いいたします。 

【中村（公）委員】  ありがとうございます。３７ページの田んぼダムの記述のところ

が、少し気になりましたので、指摘させていただきます。右側の写真

のところに「パイプを上下させて田んぼの排水量を調整」とあり、パ

イプの上端のところの高さを調整させてという意味だと思いますが、

パイプの高さを上下させるのは、排水量を調整することを目的にして

いるのではなく、あくまで農家さんがそのときの生育状況に応じて湛

水深をどこの高さにしたいかによるものです。排水量を調整するの

は、ページの上の四角で囲った文章の２つ目にある、「水田の排水口

に調整板（堰板）を設置」することによるものであり、パイプの先に

恐らく調整板があって、そこで排水量を絞っていると思います。これ

によって、パイプの上端の高さよりもより高いところまで水がたまる

ことが津和野町の場合はあり得るということになります。記述内容を

御検討いただければと思います。以上です。 

【中北委員長】  ありがとうございます。大事なところを御指摘いただきました。水

位調整か排水調整かと。水位調整のほうはもう稲そのものに対する直

接のあれも変わるということですね。それでは、続きまして中村太士

先生、お願いいたします。 

【中村（太）委員】  ありがとうございます。１５ページのアユが減っている状況の情報

があるんですが、ひとまずこの右下のこれ、漁獲量が増えているとい

うよりは、低いまま維持されているというところだと思うんですが、

結構私も、それこそ知花さんも入っていただいて、朱太川という川

で、掘削とアユの産卵床がどう維持できるのかというのをずっとやっ

ているんですが、相当難しいんですよね。知花委員がおっしゃったと

おり、固定してしまうと結果として細かいのが礫間に入ってしまっ

て、アユの産卵床としてうまく使われなくなってしまうとかというこ
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とで、ある意味、動的に礫が変わるような、産卵場が変わるような、

そんな状況が必要なので、ひとまず質問としては、この右下の平成１

７年から２７年にかけてずっと減ってきたというのが、この左上に書

いてある本当に樹木繁茂、いわゆる樹林化、二極化なのかということ

を、そのメカニズムも含めて、次回でも結構ですので教えていただき

たいと思いました。 

それから、遊水地の議論があって、河道掘削もやむを得ずやらなく

ちゃいけないのでやるんですが、やっぱり川に空間があったほうが、

環境としてはまず間違いなくいい方向に向かえると思うので、ぜひ掘

削だけではなくて、先ほどおっしゃっていただけた遊水地みたいなも

のが環境にどう貢献できるかということも併せて考えていただければ

なと思いました。以上です。 

【中北委員長】  どうもありがとうございました。それでは、皆さん、今お手を挙げ

ていただいたところですので、ここで御回答いただいてもよろしいで

しょうか、事務局。お願いいたします。 

【事務局】  河川計画調整室長の小澤です。先ほどと同じで、次回までに検討す

るというのが基本になりますが、今、答えられるところだけ答えたい

と思います。清水委員からいただいた洪水調節についてですが、具体

にどういう手段で洪水調節を確保していくのかというのは、この方針

で決定というよりは整備計画で決めることではありますが、ダムでは

なく遊水地を念頭に考えているというところでございます。それでう

まくいく、いかないは、また整備計画の段階でしっかり詰めていく必

要があると思ってございます。アユのための河道掘削というのは、こ

この地域では高津川河床掘削懇談会というものが開かれており、そこ

でいろいろ知見も蓄積されているということですので、そういったと

ころで相談しながらやっていくのかなと思ってはおります。あとは少

し調べて次回と思いますが、何か環境課から補足することがあります

でしょうか。 

【中北委員長】  じゃ、お願いいたします。小島課長、お願いします。 

【事務局】  河川環境課でございます。御指摘ありがとうございます。知花委員

から水質のことについて御指摘がありました。確かに御指摘のよう

に、今、資料などでＢＯＤでの評価、データの表示だけになっており

ますので、その他御指摘のあった栄養塩の観点で、どういうふうな状

況になっているかというのも、ちょっと深掘りというか、データを再

度確認して、書けることがないかというのは検討させていただきたい

と思います。アユ産卵床との関係については、今、計調室長からお話

がありました。中村太士委員からも御指摘がありましたけれども、現

状の知見。どうしてもやって、試しながら順応的に管理していく部分
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があるんだろうと思いますが、そういった考え方の下で、基本方針に

どういうふうな表現ができるかというのは、さらに検討していきたい

と思っております。 

【中村（太）委員】  すみません。一言いいでしょうか。 

【中北委員長】  どうぞ。 

【中村（太）委員】  順応的管理というのは、基本、仮説的なものを持っていないとフィ

ードバックできないんですよね。ということで、このアユが減少した

原因みたいなものを仮説でも結構ですので、それを持っていただい

て、それを解決するのが掘削であるというふうに説明していただくの

がいいと思います。以上です。 

【中北委員長】  ありがとうございました。今ので、もし何かあったら。 

【事務局】  いえ、承りました。 

【中北委員長】  いいですか。 

【事務局】  勉強させていただきます。 

【中北委員長】  ありがとうございました。それじゃ、室長はいかがですか。 

【事務局】  あと１点だけ。佐山委員からいただいていた‥。 

【中北委員長】  生起し難いとは言えない。 

【事務局】  ２６ページですかね。 

【中北委員長】  はい、そうですね。真ん中の青丸。 

【事務局】  棄却した後にアンサンブルを見て、生起し難いと言えないという評

価をしているというものでございます。これは、この結果のとおり、

基本高水のピーク流量の検討の数字には、５,９６６㎥／sということ

で上回っていますけれど、これは含めないという整理にしておりま

す。危機管理の検討、避難なりいろいろハード整備以外の検討もござ

いますので、そういったときに頭の中に残しておく波形として認識し

ておくものと考えてございます。 

【中北委員長】  ありがとうございます。よろしいですかね、佐山委員。あと、これ

の関連で、僕もちょっとさっき意見を言おうかなと思ったんですけれ

ど、今回目立つので、今の青丸の隣の③のところで、緑三角が今回め

っちゃ多いよね。前のページかどこかで見ていただくと、クラスター

３。表を見ていただくと、降雨波形として３がめちゃくちゃ今後出て

くるということで、上流域で雨が多いパターンが、今まであまりない

んだけれど、出てくると。これも局所的なあれなので、ｄ４ＰＤＦの

予測をどれだけ空間パターンとして信用するかというところはあるん

ですが、これ、５キロでやっていますよね。ということになると、あ

まりうそとは言えないかもしれないので、基本方針の中で降雨パター

ンの変化に注意していく必要があるとか、何かそういうのを記してい
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ただくように御配慮いただけたらありがたいなと思いますが、いかが

でしょうか。 

【事務局】  ありがとうございます。本文とかでどういうふうに書けるか、検討

したいと思います。 

【中北委員長】  ありがとうございました。あと、もう一個だけなんですけれど、す

みません。苦労してまとめていただいている中であれなんですけれ

ど、円山川と同じように、雪の変化についてのところも同じような資

料を作っておいてもらったらどうかなと思うんです。観測の現状とｄ

４ＰＤＦでの傾向というのは多分同じような傾向にあるんだと思うん

ですけれど、西のほうですので。いかがでしょうか。 

【事務局】  それも、次回までに何かできないかどうか、少し検討させてくださ

い。 

【中北委員長】  ありがとうございます。それでは、委員の皆様方からの御意見は出

そろったということで、今お答えいただきましたし、また次回、御説

明いただけるという部分も含めて御回答いただきました。皆様方、ど

うもありがとうございました。以上で３つ終わりました。というの

で、３つだったので、事務局もかなり準備が大変だったと思います。

ここまで御準備いただきまして、ありがとうございました。その中、

やはりこれだけの委員の皆様がいらっしゃると、改めてすごいなとい

うことで、いろいろな視点から、やっぱり気がつかないポイント、大

事なポイントを鋭くついて。つくと言うと変ですね。御指摘いただき

まして、どうもありがとうございました。また次回に向けて、事務

局、御準備いただきながら、次回もまた熱心に御議論いただければと

思います。本日の議事録につきましては、各委員に内容の御確認をい

ただいた後に、国土交通省ウェブサイトにおいて一般公開することと

させていただきます。各委員におかれましては、熱心に御議論いただ

きました。貴重な御意見ありがとうございました。本日の議題は以上

ということにさせていただきます。どうもありがとうございました。 

【事務局】  中北委員長、どうもありがとうございます。また、委員の皆様にお

かれましては、長時間にわたる御議論どうもありがとうございまし

た。それでは、閉会とさせていただきます。 

 


